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約
や っ か ん

款内容の一部変更のお知らせ
　このたび保険約

やっかん
款の改定を行いましたので、改定内容を以下のとおりご案内いたします（一部のお客

さまには既にご案内している内容もございます）。
　今回の改定に関し、お客さまからお手続きいただくことはございません。また、保険料の変更もござ
いません。ご加入の補償内容については、保険証券・継続証等をご確認ください。
　本改定についてご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあ
げます。

＜改定内容＞

上記の他、ご契約内容に実質の影響が生じない軽微な変更や誤記修正も行いました。
　
　ご不明点がございましたら、保険証券または継続証等に記載のお問い合わせ先までご連絡くださいま
すようお願い申しあげます。

以上

民法の改正に合わせ、一部の取り扱いを変更しました。
2020年4月1日の民法（明治29年法律第89号）の改正・施行で、錯誤の効果が変更（「無効」→「取消し」）
されたことを受け、補償対象者の年齢が引受対象年齢の範囲外となる契約年齢誤りの際の取り扱いを
変更いたしました。

改定対象 説明 改定前 改定後
・普通保険約

やっかん
款

・夫婦特約
保険期間の開始日における補償
対象者のご年齢に誤りがあり、
実際のご年齢が引受対象年齢
の範囲外であった場合の取り扱
いを変更する。

保険契約は無効
（保険料は全額返還）

保険契約は取消し
（保険料は全額返還※）
※ただし、保険契約者等の
詐欺または強迫による取消
しの場合は返還しない

用語の明確化を行いました。
＜用語の明確化の例＞
「葬祭費用」の定義を追加しました（「葬祭費用」の定義については、これまでは重要事項説明書等に記
載されていました）。
（改定対象：葬祭費用補償特約）
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このようなときは、下記にある各条のページをお読みください。
特約・特則がセットされている場合は、特約・特則部分もあわせてお読みください。ご不明な点につき
ましては、アメリカンホーム保険会社・代理店にご相談ください。

この保険を契約するとき

 P.6用語の定義条項   第１条（用語・記号の意味の取り決め）第 １ 章

P.15通信販売に関する特則   第53条（継続契約における保険料の取扱い）第 4 章
　  〜

ケガ・病気で入院した
とき

保険契約の内容を変更
するとき

告知事項に変更や誤り
があるとき

申込時の年齢に誤りが
あるとき

保険契約者や指定代理
人を変更するとき

アメリカンホーム保険
会社に対し、訴訟を提
起するとき

第 ２ 章

第 3 章

第 3 章

第 3 章

第 3 章

第 3 章

第 3 章

P.7〜補償条項　第2条（保険金を支払う場合）〜
                第6条（身体障害の取扱い）

P.12〜基本条項　第30条（入院を開始した場合の通知）〜
                第35条（代位）

P.9〜
基本条項　第9条（保険料の払込み）
                第10条（保険料払込方法の変更）
                第22条（第2回以後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）〜
                第24条（保険契約内容の変更）
                第29条（保険料の変更）              

保険契約が無効・失効・
解除・取消となったとき

第 4 章

第 3 章

P.14
通信販売に関する特則　
                第48条（保険料不払による保険契約の解除）
                第51条（保険料不払による継続契約の解除）

P.10〜
基本条項　第15条（保険契約の無効） 〜
                第21条（保険契約解除の効力）
                第26条（保険料の返還－無効・失効の場合）〜
                第28条（保険料の返還－解除の場合）

P.9〜
基本条項　第13条（告知義務）
                第14条（保険契約者等の住所変更）
                第25条（保険料の返還・請求－告知義務等の場合）

P.9基本条項　第11条（契約年齢の計算）
                第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）　　　　　　　

P.13基本条項　第36条（保険金請求代理人の指定・変更）〜
                第41条（保険金受取人による保険契約の存続）

P.14基本条項　第42条（訴訟の提起）
                第43条（準拠法）

◎補償内容のお問い合わせ、ご住所の変更など各種手続きの際には、弊社「ご契約者様サービスセ
ンター」までご連絡ください。

ご契約者様サービスセンター	 平日9:00～17:00（土・日・祝日を除く）のご連絡…… 通話料無　料0120-861-861
◎保険金請求の際には、弊社「保険金請求受付センター」までご連絡ください。
保険金請求受付センター	 24時間年中無休………………………………………… 通話料

無　料0120-50-8955
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そ
の
他
の
特
約

主
と
し
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す
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第
４
章

第
３
章

第
２
章

第
１
章

普通保険約
や っ か ん

款・特約の構成

　　上段：略称　　
　　下段：特約名称

※この契約に適用される特約は、保険証券の「特則・特約」欄に記載されています。保険証券の「特約」欄に略称で表示されて
　いる場合、その特約の正式名称は上記の通りです。ご確認ください。

主として補償に関する特約

無選択型医療総合保険普通保険約
やっかん
款

P.16
1．入院保険金支払条件変更特約　　　　　　　　
	 入院保険金支払条件変更特約（所定日数経過分
	 のみ支払用）

P.18
4．地震・噴火・津波危険特約 （交通事故入院） 　  
	 地震・噴火・津波危険補償特約（交通事故傷害
	 入院保険金追加支払特約用）

P.24
6．地震・噴火・津波危険特約（死亡・後遺）    
	 地震・噴火・津波危険補償特約（傷害死亡・　	

後遺障害保険金支払特約用）

P.3914．夫婦特約 P.4119．死亡保険金受取人に関する特約

P.247．手術保険金支払特約

P.185．傷害死亡・後遺障害保険金支払特約

P.162．入院療養一時金支払特約

P.4015．配偶者の補償範囲に関する特約                 
      配偶者の補償範囲に関する特約(夫婦特約用)

P.4120．初回保険料の口座振替に関する特約

P.278．通院療養保険金支払特約P.163．交通事故傷害入院保険金追加支払特約

P.4016．無事故戻し特約
P.4221．自動継続特約

P.299．葬祭費用補償特約

P.4017．無事故戻し特約（Ⅱ型）
P.4222．保険料クレジットカード払特約

P.3310．入院一時金支払特約

P.3412．個人賠償責任補償特約

P.4118．訴訟の提起に関する特約
P.4323．返還保険料の不精算に関する特約

P.3411．退院療養一時金支払特約

P.3913．病気のみ補償特約

P.6第 １ 章 用語の定義条項
第１条（用語・記号の意味の取り決め）

P.7
第 2 章 補償条項

第２条（保険金を支払う場合）
第３条（保険金を支払わない場合）
第４条（入院保険金の支払）

P.8

第 3 章 基本条項
第７条（保険責任の始め・終り）
第８条（保険期間と支払責任の関係）
第９条（保険料の払込み）
第10条（保険料払込方法の変更）
第11条（契約年齢の計算）
第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）
第13条（告知義務）
第14条（保険契約者等の住所変更）
第15条（保険契約の無効）
第16条（保険契約の失効）
第17条（保険契約の取消し）
第18条（保険契約者による保険契約の解除）
第19条（重大事由による解除）
第20条（補償対象者による保険契約の解除請求）
第21条（保険契約解除の効力）
第22条（第2回以後の保険料の払込猶予・保険契
　　　　約の解除）
第23条（保険契約の復活）
第24条（保険契約内容の変更）
第25条（保険料の返還・請求－告知義務等の場合）

第26条（保険料の返還－無効・失効の場合）
第27条（保険料の返還－取消しの場合）
第28条（保険料の返還－解除の場合）
第29条（保険料の変更）
第30条（入院を開始した場合の通知）
第31条（保険金の請求）
第32条（保険金の支払時期）
第33条（アメリカンホーム保険会社の指定する医師
　　　　が作成した診断書等の要求）
第34条（時効）
第35条（代位）
第36条（保険金請求代理人の指定・変更）
第37条（保険契約者の変更）
第38条（保険契約者が複数の場合の取扱い）
第39条（補償対象者が複数の場合の約款の適用）
第40条（法令等の改正にともなう支払責任の変更）
第41条（保険金受取人による保険契約の存続）
第42条（訴訟の提起）
第43条（準拠法）

その他の特約

P.14

第 4 章 通信販売に関する特則                  
第44条（通信販売に関する特則）
第45条（保険契約の申込み）
第46条（保険料の払込方法）
第47条（保険料不払により保険金を支払わない場合）
第48条（保険料不払による保険契約の解除）
第49条（保険契約の継続）

第50条（継続契約の保険料不払により保険金を支
　　　　 払わない場合）
第51条（保険料不払による継続契約の解除）
第52条（継続契約に適用される特則・特約）
第53条（継続契約における保険料の取扱い）

第５条（身体障害の程度の決定）
第６条（身体障害の取扱い）
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無選択型医療総合保険普通保険約
やっかん
款

第１章　用語の定義条項
第１条（用語・記号の意味の取り決め）
�　この約

やっか ん

款において、次の用語・記号の意味は、それぞれ次
のとおり取り決めます。
用語・記号 意味
アメリカン
ホーム
保険会社

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社を
いいます。

医学上重要な
関係

病名が異なっていても、医学上特に関係のあ
るものをいい、例えば、高血圧症とそれに起
因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係を
いいます。

医学的他覚
所見

理学的検査・神経学的検査・臨床検査・画像
検査等により認められる異常所見をいいま
す。

継続契約 無選択型医療総合保険契約の保険期間の終わ
る日（注）を保険期間の初日とする無選択型
医療総合保険契約をいいます。
（注�）その無選択型医療総合保険契約の保険
期間が終わる日より前に解除されていた
場合にはその解除日をいいます。

契約年齢 保険期間（注）の初日における補償対象者の
年齢をいいます。
（注�）継続契約については、継続契約の保険
期間をいいます。

ケガ 補償対象者が日本国内・国外において急激で
偶然な外来の事故によってこうむったケガの
うち事故の発生の日からその日を含めて180
日以内に治療を開始したものをいい、このケ
ガには体の外部から有毒ガス・有毒物質を偶
然かつ一時に吸入・吸収・摂取した場合に急
激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、継
続的に吸入・吸収・摂取した結果生ずる中毒
症状、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は病
気とします。

公的医療
保険制度

次の①〜⑦のいずれかの法律に基づく医療保
険制度をいいます。
①　健康保険法（大正11年法律第70号）
②　�国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
③�　国家公務員共済組合法（昭和33年法律第
128号）
④�　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律
第152号）
⑤�　私立学校教職員共済法（昭和28年法律第
245号）
⑥　船員保険法（昭和14年法律第73号）
⑦�　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和
57年法律第80号）

告知事項 アメリカンホーム保険会社が告知を求めた保
険契約申込書（注１）に書かれた事項をいい
ます。（注２）
（注１）承認請求書を含みます。
（注２�）他の保険契約等に関する事項を含み

ます。
債権者等 差押債権者・破産管財人・その他の保険契約

者・アメリカンホーム保険会社以外の者で保
険契約の解除をすることができる者をいいま
す。

用語・記号 意味
再入院 治療が必要な場合において、自宅等での治療

が困難なため、病院等に入り、常に医師の管
理下において治療に専念する状態がやんだ
後、同じ身体障害の治療のために再び入院す
ることをいいます。

指定代理人 保険契約者が、補償対象者の同意を得て指定
する保険金請求代理人のことをいいます。

自動車等 自動車・原動機付自転車をいいます。
承認請求書 保険契約の復活を請求する書類・保険契約の

条件の変更を請求する書類をいいます。
初度契約 継続契約以外の無選択型医療総合保険契約を

いいます。
身体障害（ケ
ガ・病気）を
こうむった時

①�　ケガについては、ケガの原因となった事
故発生の時

②�　病気については、補償対象者以外の医師
の診断による発病の時

他の保険契約
等

この保険契約の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約・共済契約を
いいます。

治療 医師による治療・柔道整復師による施術をい
います。ただし、補償対象者が医師・柔道整
復師である場合は、補償対象者以外の医師・
柔道整復師による治療をいいます。

転入院 治療が必要な場合において、自宅等での治療
が困難なため、病院等に入り、常に医師の管
理下において治療に専念する状態がやむ前
に、入院中の病院等から他の病院等に移り、
再び入院することをいいます。

入院 治療が必要な場合において、自宅での治療が
困難なため、病院等に入り、常に医師の管理
下において治療に専念することをいいます。

入院保険金
日額

保険証券に書かれている入院保険金日額をい
います。

発病 補償対象者以外の医師の診断による発病をい
います。

払込期日 保険証券に書かれている保険料の払込期日を
いいます。

病院等 次の①〜④のいずれかにあてはまるものをい
います。ただし、①・②については、介護保
険法（平成９年法律第123号）に定める介護
療養型医療施設を除きます。
①�　医療法（昭和23年法律第205号）に定め
る日本国内にある病院

②�　医療法に定める日本国内にある患者を収
容する施設を有する診療所

③�　四肢における骨折・脱臼・捻挫・打撲に
関し施術を受けるため、柔道整復師法（昭
和45年法律第19号）に定める施術所に収容
された場合には、その施術所

④�　①〜③の病院・診療所・施術所と同等の
日本国外にある医療施設

病気 補償対象者がこうむったケガ以外の身体の障
害をいいます。

この保険の趣旨
　この保険は、被保険者（補償対象者）がケガ・病気をこうむったことを直接の原因として、その治療のために入院した
場合に、所定の入院保険金を支払うことを内容としています。また、健康告知を問わないで加入できる保険となっています。
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第
２
章

第
１
章

用語・記号 意味
病気責任
開始日

初度契約の保険期間の初日（注）からその
日を含めて90日を経過した日の翌日をいいま
す。
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変
更をする場合には、変更がなされた部分
について、この保険契約が初度契約か継
続契約かにかかわらず保険契約の条件の
変更がなされた日とします。

保険期間 保険証券に書かれている保険期間（注）をい
います。
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変
更をする場合には、変更がなされた部分
について、保険契約の条件の変更がなさ
れた時以後の保険期間とします。

保険金 入院保険金をいいます。
保険金額 保険証券に書かれている保険金額をいいま

す。
保険証券 保険証券・保険証券に代わる書面（注）をい

います。
（注）これらに添付する書類を含みます。

保険料
払込方法

保険証券に書かれている保険料払込方法をい
います。

補償対象者 保険証券に書かれている被保険者をいいま
す。

無選択型医療
総合保険契約

無選択型医療総合保険普通保険約款に基づく
保険契約をいいます。

「療養の給付」
等

公的医療保険制度を定める法令に規定された
「療養の給付」に要する費用・「療養費」・「家
族療養費」・「保険外併用療養費」・「入院時食
事療養費」・「移送費」・「家族移送費」をいい
ます。

わざとまたは
これに準じた
重大な不注意

故意または重大な過失をいい、通常の不注意
等では説明し得ない行為（注）をいいます。
（注�）あえて積極的な行為をしないこと（不
作為）を含みます。

〜 この記号の前・後に、範囲の始め・終りをそ
れぞれ示します。例えば「①〜③」とあるの
は「①から③まで」のことをいいます。

第２章　補償条項
第２条（保険金を支払う場合）
�　アメリカンホーム保険会社は、補償対象者がこうむったケ
ガ・病気（注）に対して、この約款に従い保険金を支払います。
（注）あわせて「身体障害」といいます。この後同様とします。

第３条（保険金を支払わない場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、次の①〜⑬のいずれかに
あてはまる場合は、保険金を支払いません。
①�　保険契約者（注１）または補償対象者のわざとまたはこ
れに準じた重大な不注意によってこうむった身体障害
②�　保険金を受け取るべき者（注２）のわざとまたはこれに
準じた重大な不注意によってこうむった身体障害。ただし、
その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を
支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③�　補償対象者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によってこ
うむった身体障害
④�　補償対象者の麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー
等の使用によってこうむった身体障害。ただし、治療を目
的として医師が用いた場合には、保険金を支払います。
⑤�　補償対象者のアルコール依存・薬物依存・薬物乱用また
はこれらによってこうむった身体障害。ただし、治療を目
的として医師が薬物を用いた場合には、保険金を支払いま

す。
⑥�　戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反
乱・その他これらに類似の事変・暴動（注３）によってこ
うむった身体障害

⑦�　核燃料物質（注４）・核燃料物質（注４）によって汚染
された物（注５）の放射性・爆発性・その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故によってこうむった身体障
害

⑧�　⑥・⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらにとも
なう秩序の混乱に基づいて生じた事故によってこうむった
身体障害

⑨�　⑦以外の放射線照射・放射能汚染によってこうむった身
体障害

　⑩�　頸
けい

部症候群（注６）・腰痛その他の症状を訴えている場
合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の
ないもの

⑪　補償対象者の先天性異常
⑫�　補償対象者の妊娠・出産・不妊治療。ただし、「療養の
給付」等の支払の対象となる妊娠・出産・不妊治療につい
ては、保険金を支払います。

⑬�　補償対象者の眼の屈折異常・調節異常（注７）。ただし、
他の身体障害が原因となるものについては保険金を支払い
ます。
（注１�）保険契約者が法人である場合は、その理事・取締役・

法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注２�）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、そ

の理事・取締役・法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。

（注３�）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国
または一部の地区において著しく平穏が害され、治
安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

（注４）使用済燃料を含みます。
（注５）原子核分裂生成物を含みます。
（注６）いわゆる「むちうち症」をいいます。
（注７）いわゆる「近視・遠視・乱視・老眼」をいいます。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、次の①〜③のいずれかに
あてはまるケガに対しては、保険金を支払いません。

①�　補償対象者が法令に定められた運転資格（注１）を持た
ないで自動車等を運転している間に生じた事故によるケガ

②�　酒に酔った状態（注２）で自動車等を運転している間に
生じた事故によるケガ

③�　精神および行動の障害（注３）をこうむり、これを原因
として生じたケガ
（注１）運転する地における法令によるものをいいます。
（注２�）アルコールの影響により正常な運転ができないお

それがある状態をいいます。
（注３）具体的には、別表１の身体障害をいいます。

（３�）アメリカンホーム保険会社は、美容上の処置のみを目的
とする入院に対しては保険金を支払いません。ただし、こ
れらの原因が身体障害による場合には、保険金を支払いま
す。

第４条（入院保険金の支払）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が身体障害を
こうむったことを直接の原因として、その治療のために保
険期間中に開始した入院が保険証券に書かれている入院日
数以上継続した場合は、その期間に対し、入院保険金を補
償対象者に支払います。

（２�）（１）の入院保険金は、次の算式によって算出した額と
します。

入院保険金日額 × （１）の入院日数 ＝ 入院保険金の額

（３�）アメリカンホーム保険会社が支払う（１）・（２）の入院
保険金は、補償対象者がこうむった身体障害に応じて、そ
れぞれ次の①・②に定める入院保険金とします。

①�　補償対象者がこうむった身体障害がケガである場合は、
ケガ入院保険金

②�　補償対象者がこうむった身体障害が病気である場合は、
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病気入院保険金
（４�）（１）の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年
法律第104号）第６条（臓器の摘出）の規定によって、同
条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判
定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、
その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規
定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
（注）であるときには、その処置日数を含みます。
（注�）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関
係各法の適用があれば、医療の給付としてされたもの
とみなされる処置を含みます。

（５�）（１）〜（４）の入院保険金を支払う日数は、それぞれ
次の①・②の日数を限度とします。
①�　入院１回あたりの支払限度については、保険証券に書か
れている支払限度日数
②�　この保険契約の保険期間中の入院の支払限度について
は、保険証券に書かれている通算支払限度日数

（６�）この保険契約に補償対象者の範囲を定める他の特約が付
帯されている場合には、（５）の規定はその特約に定める
補償対象者ごとに適用します。

（７�）補償対象者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさ
らに入院保険金の支払を受けられる身体障害をこうむった
場合においても、アメリカンホーム保険会社は、重複して
は入院保険金を支払いません。

（８�）同じ身体障害による入院については、補償対象者が転入
院・再入院した場合であっても１回の入院とみなします。
ただし、その転入院・再入院が保険期間（注）中に開始し
た場合に限ります。
（注�）この保険契約が継続契約である場合には、この保険
契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みま
す。

（９�）入院保険金が、（５）②の通算支払限度日数に達したこ
とのみをもって支払われない場合において、その入院中に
この保険契約が継続され新たに通算支払限度日数が適用さ
れることとなったときは、アメリカンホーム保険会社は、
継続契約の保険期間の初日以後の入院について入院保険金
を支払います。

（10�）	（９）の規定により入院保険金が支払われる場合におい
て、継続契約の保険期間の初日以後の入院についての支払
日数は、継続契約の通算支払限度日数の計算に算入します。

（11�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された入院保険金
の額と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件に
より算出された入院保険金の額のうち、いずれか低い金額
を支払います。

（12�）保険契約者は、普通保険約款・特約で補償対象者に支払
うと定められた保険金について、その受取人を補償対象者
以外の者とすること・変更することはできません。

第５条（身体障害の程度の決定）
（１�）	保険金の支払対象とならない身体障害（注）の影響によっ
て、保険金を支払うべき身体障害の程度が悪くなった場合
は、アメリカンホーム保険会社は、その影響がなかったと
きに相当する金額を支払います。
（注�）第３条（保険金を支払わない場合）・第７条（保険責
任の始め・終り）（３）・第８条（保険期間と支払責任
の関係）（２）・（３）のいずれかにあてはまる身体障害
をいいます。

（２�）正当な理由がないのに、補償対象者が必要な治療を受け
なかったり、または、保険契約者・保険金を受け取るべき
者（注）が必要な治療をさせなかったために、保険金を支
払うべき身体障害の程度が悪くなった場合も、（１）と同
様の方法で支払います。
（注�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が法人である
場合は、その理事・取締役・法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。

（３�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者（注）
のわざとまたはこれに準じた重大な不注意によって、身体
障害の程度が悪くなった場合も、（１）・（２）と同様の方
法で支払います。
（注�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が法人である
場合は、その理事・取締役・法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。

第６条（身体障害の取扱い）
（１�）次の①〜⑤のいずれかにあてはまる場合は、後の身体障
害は前の身体障害と同じ身体障害とみなし、第４条（入院
保険金の支払）（１）〜（４）の規定を適用します。
①　転入院・再入院した場合
②�　補償対象者がケガをこうむった場合において、そのケガ
の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日
以内に、その事故によりこうむった他のケガを原因として
入院したとき。

③�　補償対象者が病気をこうむった場合において、その病気
の治療のための入院を開始した時に他の病気を併発してい
たとき。

④�　補償対象者が病気をこうむった場合において、その病気
の治療のための入院期間中に新たに他の病気をこうむった
とき。

⑤�　補償対象者が病気をこうむった場合において、その病気
の治療のための第４条（１）の入院保険金が支払われるべ
き入院が終了した後、他の病気の治療のために入院し、か
つ、それぞれの入院の直接の原因となった病気が同じまた
は医学上重要な関係があると補償対象者以外の医師が認め
たとき。

（２�）（１）の規定にかかわらず、身体障害の治療のため入院
した場合で、その入院が終了した日からその日を含めて
180日を経過した日の翌日以後に再びその身体障害に関す
る入院治療が必要となったときは、後の身体障害は前の身
体障害とは異なった身体障害とみなします。

第３章　基本条項
第７条（保険責任の始め・終り）
（１�）アメリカンホーム保険会社の保険責任は、保険期間の初
日の午後４時（注）に始まり、末日の午後４時に終わります。
（注�）保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場合は
その時刻をいいます。

（２）（１）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
（３�）保険期間の開始時（注）以後でも、アメリカンホーム保
険会社は、次の①〜③に対しては、保険金を支払いません。

①�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一時払保
険料・第１回保険料を領収した時までの期間中にこうむっ
た身体障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一時払保
険料・第１回保険料を領収した時までの期間中に開始した
第４条（入院保険金の支払）（１）の入院

③�　補償対象者が身体障害をこうむった時が、その身体障害
をこうむった時の無選択型医療総合保険契約の保険期間の
開始時（注）から、その無選択型医療総合保険契約の一時
払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間中であり、
その身体障害によってその無選択型医療総合保険契約の継
続契約の保険期間中に開始した第４条（１）の入院
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする場合
には、変更がなされた部分について、保険契約の条件
の変更がなされた時とします。

第８条（保険期間と支払責任の関係）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が保険期間中
に第４条（入院保険金の支払）（１）の入院を開始した場
合に限り、保険金を支払います。

（２�）（１）の規定にかかわらず、補償対象者が身体障害をこ
うむった時が次の①・②のどちらかにあてはまる場合は、
アメリカンホーム保険会社は、保険金を支払いません。



－ 8－ － 9－

第
３
章

第
２
章

①　初度契約の保険期間の開始時（注）よりも前である場合
②�　この保険契約が第22条（第２回以後の保険料の払込猶
予・保険契約の解除）（２）の規定により解除された場合は、
その解除された日からその日を含めてアメリカンホーム保
険会社が復活を承認する日の前日までの期間内
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする場合
には、変更がなされた部分について、その保険契約が
初度契約か継続契約かにかかわらず、保険契約の条件
の変更がなされた時とします。

（３�）補償対象者が病気をこうむった時が、病気責任開始日の
午前０時よりも前である場合は、アメリカンホーム保険会
社は、保険金を支払いません。

（４�）（２）・（３）の規定にかかわらず、次の①・②のどちら
かにあてはまる場合は、アメリカンホーム保険会社は、そ
の入院を保険期間中の原因によるものとみなして第４条
（入院保険金の支払）（１）の規定を適用します。
①�　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合で、初度
契約の保険期間の初日（注）からその日を含めて２年を経
過した日の翌日以後に入院を開始した場合。ただし、初度
契約の保険期間の初日（注）からその日を含めて２年以内
に、そのケガまたはそのケガと医学上重要な関係があると
補償対象者以外の医師が判断したケガの治療を目的とした
入院をしていた場合・手術を受けていた場合は、この①に
あてはまらないものとします。
②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合で、病気
責任開始日からその日を含めて２年を経過した日の翌日以
後に入院を開始した場合。ただし、病気責任開始日からそ
の日を含めて２年以内に、その病気またはその病気と医学
上重要な関係があると補償対象者以外の医師が判断した病
気の治療を目的とした入院をしていた場合・手術を受けて
いた場合は、この②にあてはまらないものとします。
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする場合
には、変更がなされた部分について、その保険契約が
初度契約か継続契約かにかかわらず、保険契約の条件
の変更がなされた日とします。

（５�）補償対象者がこの保険契約の保険期間中に入院を開始し、
その入院が継続している時にこの保険契約が満了した場合
は、アメリカンホーム保険会社は、その継続している入院
を保険期間中の入院とみなして第４条（入院保険金の支払）
（１）の規定を適用します。

第９条（保険料の払込み）
（１�）保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険
料・第１回保険料を払い込み、第２回以後の保険料につい
ては、払込期日までに払い込まなければなりません。

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合におい
て、第４条（入院保険金の支払）（１）の入院を開始した
日の属する月の末日までに払込期日が到来している未払込
保険料があるときは、アメリカンホーム保険会社は、支払
保険金からその金額を差し引き、保険料の払込みに充当す
ることができるものとします。

第10条（保険料払込方法の変更）
　保険契約者は、アメリカンホーム保険会社が承認した場合
に限り、保険料払込方法を変更することができます。

第11条（契約年齢の計算）
　この保険契約の契約年齢は、保険期間の開始時における満
年齢で計算します。

第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）
（１�）保険契約申込書・保険証券に書かれている補償対象者の
契約年齢に誤りがあった場合には、次の方法で処置します。
①�　実際の契約年齢がアメリカンホーム保険会社の定める契
約年齢の範囲外であった場合には、アメリカンホーム保険
会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの
保険契約を取り消すことができるものとし、保険契約を取
り消すときには、すでに払い込まれた保険料の全額を保険

契約者に返還します。
②�　実際の契約年齢がアメリカンホーム保険会社の定める契
約年齢の範囲内であった場合には、初めから実際の契約年
齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払
い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異
なるときは、その差額を返還・請求します。また、保険料
払込方法が一時払以外の場合には、以後到来する払込期日
の保険料を変更します。

（２�）保険契約申込書・保険証券に書かれている補償対象者の
性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険
契約を締結したものとみなし、すでに払い込まれた保険料
が正しい性別に基づいた保険料と異なるときは、その差額
を返還・請求します。また、保険料払込方法が一時払以外
の場合には、以後到来する払込期日の保険料を変更します。

（３�）（１）・（２）の規定により追加保険料を請求する場合に
おいて、次の①・②のどちらかにあてはまったときは、ア
メリカンホーム保険会社は、誤った契約年齢・性別に基づ
いた保険料の正しい契約年齢・性別に基づいた保険料に対
する割合により、保険金を削減して支払います。

①　追加保険料の領収前に、身体障害をこうむった場合
②�　追加保険料の領収前に、第４条（入院保険金の支払）（１）
の入院を開始した場合

第13条（告知義務）
（１�）保険契約者・補償対象者になる者は、保険契約締結（注）
の際、告知事項について、アメリカンホーム保険会社に本
当のことを正確に告げなければなりません。
（注）保険契約の条件の変更を含みます。

（２�）保険契約締結（注１）の際、保険契約者・補償対象者が
わざとまたはこれに準じた重大な不注意によって、告知事
項について、アメリカンホーム保険会社に本当のことを告
げなかった場合または本当でないことを告げた場合は、ア
メリカンホーム保険会社は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約を解除することができます
（注２）。
（注１）保険契約の条件の変更を含みます。
（注２�）保険契約の条件の変更の場合には、変更した部分

に限ります。
（３�）（２）の規定は、次の①〜④のいずれかにあてはまる場
合には適用しません。

①�　（２）に規定する告げなかった本当のことまたは告げた
本当でないことがなくなった場合

②�　アメリカンホーム保険会社が保険契約締結（注１）の際、
（２）に規定する告げなかった本当のこともしくは告げた
本当でないことを知っていた場合または不注意によってこ
れを知らなかった場合（注２）

③�　保険契約者・補償対象者が、補償対象者が身体障害をこ
うむる前に、告知事項につき、書面をもって訂正をアメリ
カンホーム保険会社に申し出て、アメリカンホーム保険会
社がこれを承認した場合。なお、アメリカンホーム保険会
社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し
出た事項が、保険契約締結（注１）の際にアメリカンホー
ム保険会社に告げられていたとしても、アメリカンホーム
保険会社が保険契約を締結（注１）していたと認めるとき
に限り、これを承認するものとします。

④�　アメリカンホーム保険会社が（２）に規定する告げなかっ
た本当のこともしくは告げた本当でないことを知った時か
ら１か月を経過した場合または保険契約締結（注１）時か
ら５年を経過した場合
（注１）保険契約の条件の変更を含みます。
（注２�）アメリカンホーム保険会社のために保険契約の締

結の代理を行う者が、本当のことを告げることを妨
げた場合または本当のことを告げないこともしくは
本当でないことを告げることを勧めた場合を含みま
す。

（４�）	（２）の規定による解除が第４条（入院保険金の支払）（１）
の入院を開始した後になされた場合であっても、第21条（保
険契約解除の効力）の規定にかかわらず、アメリカンホー
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ム保険会社は、保険金を支払いません。この場合において、
すでに保険金を支払っていたときは、アメリカンホーム保
険会社は、その返還を請求することができます。

（５�）保険契約締結（注）の際、アメリカンホーム保険会社は、
他の保険契約等に関する事項につき事実の調査を行うこと
ができます。
（注）保険契約の条件の変更を含みます。

（６�）（５）の規定による調査のために要した費用（注）は、
アメリカンホーム保険会社が負担します。
（注）収入の喪失を含みません。

第14条（保険契約者等の住所変更）
　保険契約者・補償対象者が保険証券に書かれている住所・
通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのこ
とをアメリカンホーム保険会社に通知しなければなりませ
ん。

第15条（保険契約の無効）
　保険契約者が、保険金を不法に取得する目的・第三者に保
険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場
合には、保険契約は無効とします。

第16条（保険契約の失効）
（１�）保険契約締結の後、補償対象者が死亡した場合には、保
険契約は失効します。

（２�）補償対象者が死亡した場合は、保険契約者は、遅滞なく、
そのことをアメリカンホーム保険会社に通知しなければな
りません。

（３�）（２）の場合において、アメリカンホーム保険会社が求
めた場合は、保険契約者は、補償対象者の死亡診断書・死
体検案書等の補償対象者が死亡したことを確認できる公的
な書類を提出しなければなりません。

第17条（保険契約の取消し）
　保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者の詐欺・
強迫によってアメリカンホーム保険会社が保険契約を締結し
た場合には、アメリカンホーム保険会社は、保険契約者に対
する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すこと
ができます。

第18条（保険契約者による保険契約の解除）
　保険契約者は、アメリカンホーム保険会社に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第19条（重大事由による解除）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、次の①～⑤のいずれかに
あてはまる事由がある場合には、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。
①�　保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が、
アメリカンホーム保険会社にこの保険契約に基づく保険金
を支払わせることを目的としてケガ、病気その他の身体障
害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②�　補償対象者・保険金を受け取るべき者が、この保険契約
に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行お
うとしたこと。
③�　保険契約者が、次のア～オのいずれかにあてはまること。
ア�．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。
イ�．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ�．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められ
ること。
エ�．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその
法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に
関与していると認められること。
オ�．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき
関係を有していると認められること。

④�　他の保険契約等との重複によって、補償対象者にかかる

保険金額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状
態がもたらされるおそれがあること。

⑤�　①～④のほか、保険契約者・補償対象者・保険金を受け
取るべき者が、①～④の事由がある場合と同程度にアメリ
カンホーム保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、
この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた
こと。
（注�）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５
年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴
力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、次のいずれかにあてはま
る事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約（注）を解除することができます。

①�　補償対象者が、（１）③ア～ウ・オのいずれかにあては
まること。

②�　補償対象者に生じたケガ、病気その他の身体障害に対し
て支払う保険金を受け取るべき者が、（１）③ア～オのい
ずれかにあてはまること。
（注�）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（３�）（１）・（２）の規定による解除が第４条（入院保険金の支払）
（１）の入院（注１）を開始した後になされた場合であっ
ても、第21条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、
（１）①～⑤の事由または（２）①・②の事由が生じた時
から解除がなされた時までに開始した入院（注１）に対し
ては、アメリカンホーム保険会社は、保険金（注２）を支
払いません。この場合において、すでに保険金（注２）を
支払っていたときは、アメリカンホーム保険会社は、その
返還を請求することができます。
（注１�）（２）の規定による解除がなされた場合には、その

補償対象者の入院をいいます。
（注２�）（２）②の規定による解除がなされた場合には、保

険金を受け取るべき者のうち、（１）③ア～オのいず
れかにあてはまる者の受け取るべき金額に限ります。

第20条（補償対象者による保険契約の解除請求）
（１�）補償対象者が保険契約者以外の者である場合において、
次の①～⑥のいずれかにあてはまるときは、その補償対象
者は、保険契約者に対しこの保険契約（注）を解除するこ
とを求めることができます。

①�　この保険契約（注）の補償対象者となることについての
同意をしていなかった場合

②�　保険契約者・保険金を受け取るべき者に、第19条（重大
事由による解除）（１）①・②にあてはまる行為のどちら
かがあった場合

③�　保険契約者・保険金を受け取るべき者が、第19条（１）
③ア～オのいずれかにあてはまる場合

④�　第19条（１）④に規定する事由が生じた場合
⑤�　②～④のほか、保険契約者・保険金を受け取るべき者が、
②～④の場合と同程度に補償対象者のこれらの者に対する
信頼を損ない、この保険契約（注）の存続を困難とする重
大な事由を生じさせた場合

⑥�　保険契約者と補償対象者との間の親族関係の終了その他
の事由により、この保険契約（注）の補償対象者となるこ
とについて同意した事情に著しい変更があった場合
（注�）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（２�）保険契約者は、（１）①～⑥の事由がある場合において
補償対象者から（１）に規定する解除請求があったときは、
アメリカンホーム保険会社に対する通知をもって、この保
険契約（注）を解除しなければなりません。
（注�）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（３�）（１）①の事由のある場合は、その補償対象者は、アメ
リカンホーム保険会社に対する通知をもって、この保険契
約（注）を解除することができます。ただし、健康保険証
等、補償対象者であることを証する書類の提出があった場
合に限ります。
（注�）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（４�）（３）の規定によりこの保険契約（注）が解除された場合は、
アメリカンホーム保険会社は、遅滞なく、保険契約者に対
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し、そのことを書面により通知するものとします。
（注�）その補償対象者にかかる部分に限ります。

第21条（保険契約解除の効力）
　�　保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じま
す。
第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）
（１�）第９条（保険料の払込み）（１）の規定にかかわらず、
第２回以後の保険料の払込みについては、払込期日のある
月の翌月末日までを猶予期間とします。

（２�）（１）の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合は、
アメリカンホーム保険会社は、保険契約を猶予期間の満了
日の翌日から解除することができます。

（３�）（２）の規定による解除は、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって行い、解除の効力は、猶予期間の満了日
の翌日から将来に向かってのみ生じます。

第23条（保険契約の復活）
（１�）保険契約が第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保
険契約の解除）（２）の規定により解除された日からその
日を含めて３か月以内は、保険契約者は、保険契約の復活
を請求することができます。ただし、第28条（保険料の返
還−解除の場合）（６）により保険料が返還された後は、
復活を請求することはできません。

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険契約の復活を承認した
場合は、保険契約者は、指定日（注）までに払込期日が到
来している未払込保険料を一括して払い込むものとしま
す。ただし、アメリカンホーム保険会社は所定の利率によ
り計算した利息を請求することがあります。
（注�）アメリカンホーム保険会社の指定する日をいいます。

（３�）（２）の未払込保険料が指定日（注）までに払い込まれ
なかった場合には、保険契約は復活しなかったものとしま
す。
（注�）アメリカンホーム保険会社の指定する日をいいます。

（４�）保険契約が復活した場合であっても、第22条（第２回以
後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）（２）の規定に
より解除された日から次の①・②の日までの期間内にこう
むった身体障害・開始した第４条（入院保険金の支払）（１）
の入院に対しては、アメリカンホーム保険会社は、保険金
を支払いません。
①�　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合は、（２）
の保険契約の復活を承認した日の前日
②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合は、（２）
の保険契約の復活を承認した日からその日を含めて90日を
経過した日

第24条（保険契約内容の変更）
　保険契約者は、アメリカンホーム保険会社が承認した場合
に限り、保険証券に書かれている保険契約内容を変更するこ
とができます。

第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場合）
（１�）第13条（告知義務）（３）③の規定による承認をする場
合において、保険料を変更する必要があるときは、すでに
払い込まれた保険料について、アメリカンホーム保険会社
は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還・請求
します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合には、
以後到来する払込期日の保険料を変更します。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、保険契約者が（１）の規
定による追加保険料の支払をしなかった場合（注）は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
を解除することができます。
（注�）アメリカンホーム保険会社が、保険契約者に対し追
加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内に
その支払がなかった場合に限ります。

（３�）（１）の規定による追加保険料を請求する場合において、
（２）の規定によりこの保険契約を解除できるときは、ア
メリカンホーム保険会社は、保険金を支払いません。この

場合において、すでに保険金を支払っていたときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その返還を請求することができ
ます。

（４�）	（１）のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面を
もって保険契約の条件の変更をアメリカンホーム保険会社
に通知し、承認の請求を行い、アメリカンホーム保険会社
がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要が
あるときは、アメリカンホーム保険会社は、変更前の保険
料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間
に対する保険料を返還・請求します。

（５�）（４）の規定により、追加保険料を請求する場合におい
て、アメリカンホーム保険会社の請求に対して、保険契約
者がその支払をしなかったときは、アメリカンホーム保険
会社は、追加保険料領収前にこうむった身体障害に対して
は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとし
て、この保険契約に適用される普通保険約款・特約に従い、
保険金を支払います。

第26条（保険料の返還−無効・失効の場合）
（１�）保険契約が無効の場合には、アメリカンホーム保険会社
は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条（保険契
約の無効）の規定により保険契約が無効となる場合には、
保険料を返還しません。

（２�）保険契約が失効した場合には、アメリカンホーム保険会
社は、保険料を返還しません。ただし、保険契約締結の後、
保険期間が開始する前に保険契約が失効した場合には、全
額を返還します。

第27条（保険料の返還−取消しの場合）
　第17条（保険契約の取消し）の規定により、アメリカン
ホーム保険会社が保険契約を取り消した場合には、アメリカ
ンホーム保険会社は、保険料を返還しません。

第28条（保険料の返還−解除の場合）
（１�）第13条（告知義務）（２）・第19条（重大事由による解除）
（１）・第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場合）
（２）の規定により、アメリカンホーム保険会社が保険契
約を解除した場合には、アメリカンホーム保険会社は別表
２により計算した額を返還します。

（２�）第18条（保険契約者による保険契約の解除）の規定によ
り、保険契約者が保険契約を解除した場合（注）には、ア
メリカンホーム保険会社は別表２により計算した額を返還
します。
（注�）第41条（保険金受取人による保険契約の存続）の規
定により、債権者等が保険契約を解除した場合を含み
ます。

（３�）第19条（重大事由による解除）（２）の規定により、ア
メリカンホーム保険会社がこの保険契約（注）を解除した
場合には、アメリカンホーム保険会社は別表２により計算
した額を返還します。
（注）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（４�）第20条（補償対象者による保険契約の解除請求）（２）
の規定により、保険契約者がこの保険契約（注）を解除し
た場合には、アメリカンホーム保険会社は別表２により計
算した額を返還します。
（注）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（５�）第20条（補償対象者による保険契約の解除請求）（３）
の規定により、補償対象者がこの保険契約（注）を解除し
た場合には、アメリカンホーム保険会社は別表２により計
算した額を保険契約者に返還します。
（注）その補償対象者にかかる部分に限ります。

（６�）第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）
（２）の規定により、アメリカンホーム保険会社が保険契
約を解除した場合には、アメリカンホーム保険会社は別表
２により計算した額を返還します。

（７�）（１）～（６）の場合において、アメリカンホーム保険
会社は解除日における補償対象者の生存を証明する書類を
求めることができます。
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（８�）（１）～（６）の規定にかかわらず、保険契約者が（７）
の書類を提出しなかった場合には、アメリカンホーム保険
会社は保険料を返還しません。

第29条（保険料の変更）
　第24条（保険契約内容の変更）の規定による承認をする場
合において、保険料を変更する必要があるときで、保険料払
込方法が一時払以外のときには、以後到来する払込期日の保
険料を変更します。

第30条（入院を開始した場合の通知）
（１�）補償対象者が第４条（入院保険金の支払）（１）の入院
を開始した場合は、保険契約者・補償対象者・保険金を受
け取るべき者は、補償対象者が入院を開始した日からその
日を含めて30日以内に、身体障害の内容・入院の状況等に
ついてアメリカンホーム保険会社に通知しなければなりま
せん。この場合において、アメリカンホーム保険会社が書
面による通知・説明を求めたときまたは補償対象者の診断
書（注）・死体検案書の提出を求めたときは、これに応じ
なければなりません。
（注）柔道整復師の施術証明書を含みます。

（２�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が正
当な理由がなく（１）の規定に違反した場合、またはその
通知・説明について知っている本当のことを告げなかった
場合もしくは本当でないことを告げた場合は、アメリカン
ホーム保険会社は、それによってアメリカンホーム保険会
社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

第31条（保険金の請求）
（１�）アメリカンホーム保険会社に対する保険金請求権は、補
償対象者が第４条（入院保険金の支払）（１）の入院を終
了した時または第４条（１）の入院について第４条（５）①・
②の支払限度日数が経過した時のうちいずれか早い時から
発生し、これを行使することができるものとします。

（２�）第４条（入院保険金の支払）（１）の入院が１か月以上
継続する場合には、補償対象者・保険金を受け取るべき者
は、アメリカンホーム保険会社に対し保険金の内払を請求
することができます。

（３�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が保険金の支払を
請求する場合は、次の①〜⑪の書類のうちアメリカンホー
ム保険会社が求めるものを提出しなければなりません。
①　保険金請求書
②　保険証券
③　アメリカンホーム保険会社の定める身体障害状況報告書
④　公の機関（注）の事故証明書
⑤　補償対象者・保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑥�　補償対象者以外の医師によるアメリカンホーム保険会社
の定める診断書
⑦　入院日数・通院日数が書かれている病院等の証明書類
⑧�　アメリカンホーム保険会社が補償対象者の症状・治療内
容等について医師に照会し説明を求めることについての同
意書
⑨�　補償対象者が死亡した場合には、死亡診断書・死体検案
書のどちらか
⑩�　保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請
求の委任を証する書類・委任を受けた者の印鑑証明書
⑪�　その他アメリカンホーム保険会社が第32条（保険金の支
払時期）（１）に定める必要な事項の確認を行うために欠
くことのできない書類・証拠として保険契約締結の際にア
メリカンホーム保険会社が交付する書面等において定めた
もの
（注）やむを得ない場合には、第三者をいいます。

（４�）補償対象者に保険金を請求できない事情がある場合には、   
指定代理人がその事情を示す書類をもってそのことをアメ
リカンホーム保険会社に申し出て、アメリカンホーム保険
会社の承認を得たうえで、補償対象者の代理人として保険
金を請求することができます。

（５�）次の①〜③のすべてにあてはまる場合は、以下のア〜ウ
のいずれかの者が、その事情を示す書類をもってそのこと
をアメリカンホーム保険会社に申し出て、アメリカンホー
ム保険会社の承認を得たうえで、補償対象者の代理人とし
て保険金を請求することができます。

①　補償対象者に保険金を請求できない事情がある場合
②�　指定代理人がいない場合（注１）・指定代理人に保険金
を請求できない事情がある場合

③�　補償対象者・保険金を受け取るべき者の代理人がいない
場合または補償対象者・保険金を受け取るべき者の代理人
に保険金を請求できない事情がある場合
ア． 補償対象者と同居・生計を共にする配偶者（注２）
イ． アに規定する者がいない場合・アに規定する者に

保険金を請求できない事情がある場合には、補償
対象者と同居・生計を共にする３親等内の親族

ウ． ア・イに規定する者がいない場合またはア・イに
規定する者に保険金を請求できない事情がある場
合には、ア以外の配偶者（注２）・イ以外の３親
等内の親族

（注１）指定していない場合を含みます。
（注２）法律上の配偶者に限ります。

（６�）（４）・（５）の規定による補償対象者の代理人からの保
険金の請求に対して、アメリカンホーム保険会社が保険金
を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、
アメリカンホーム保険会社は、保険金を支払いません。

（７�）アメリカンホーム保険会社は、身体障害の内容・入院の
状況等に応じ、保険契約者・補償対象者・保険金を受け取
るべき者に対して、（３）の書類以外の書類・証拠の提出
またはアメリカンホーム保険会社が行う調査への協力を求
めることがあります。この場合には、アメリカンホーム保
険会社が求めた書類・証拠を速やかに提出し、必要な協力
をしなければなりません。

（８�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が、
正当な理由がなく（７）の規定に違反した場合または（３）
〜（５）・（７）の書類に知っている本当のことを書かなかっ
た場合もしくは本当でないことを書いた場合、もしくはそ
の書類・証拠を偽造・変造した場合は、アメリカンホーム
保険会社は、それによってアメリカンホーム保険会社がこ
うむった損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第32条（保険金の支払時期）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、請求完了日（注）からそ
の日を含めて30日以内に、アメリカンホーム保険会社が保
険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金
を支払います。

①�　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項とし
て、身体障害の原因・身体障害発生の状況・身体障害発生
の有無・補償対象者にあてはまる事実

②�　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項と
して、保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお
いて定める事由にあてはまる事実の有無

③�　保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体
障害の程度・事故と身体障害との関係・こうむった身体障
害と他の身体障害との関係・治療の経過および内容

④�　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この
保険契約において定める解除・無効・失効・取消しの事由
にあてはまる事実の有無
（注�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が第31条（保
険金の請求）（３）〜（５）の規定による手続を完了し
た日をいいます。

（２�）（１）の確認をするため、次の特別な照会・調査が不可
欠な場合には、（１）の規定にかかわらず、アメリカンホー
ム保険会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて次
の日数（注２）を経過する日までに、保険金を支払います。
この場合において、アメリカンホーム保険会社は、確認が
必要な事項・その確認を終えるべき時期を補償対象者・保
険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。



－ 12－ － 13－

第
３
章

①�　（１）①〜④の事項を確認するための、警察・検察・消防・
その他の公の機関による捜査・調査の照会（注３）　180日

②�　（１）①〜④の事項を確認するための、医療機関・検査
機関・その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会
　90日
③�　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害
の被災地域における（１）①〜④の事項の確認のための調
査　60日
④�　（１）①〜④の事項の確認を日本国内において行うため
の代替的な手段がない場合の日本国外における調査　180
日
（注１�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が第31条（保

険金の請求）（３）〜（５）の規定による手続を完了
した日をいいます。

（注２�）複数にあてはまる場合は、そのうち最長の日数を
いいます。

（注３�）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会そ
の他法令に基づく照会を含みます。

（３�）（１）・（２）の必要な事項の確認に際し、保険契約者・
補償対象者・保険金を受け取るべき者が正当な理由なくそ
の調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注）には、
これにより調査が遅延した期間については、（１）・（２）
の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

（４�）（１）・（２）の規定による保険金の支払は、保険契約者・
補償対象者・保険金を受け取るべき者とアメリカンホーム
保険会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内
において、日本国通貨をもって行うものとします。

第33条�（アメリカンホーム保険会社の指定する医師が作成した
診断書等の要求）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、第30条（入院を開始した
場合の通知）の規定による通知・第31条（保険金の請求）
の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定・
その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契
約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者に対しアメリ
カンホーム保険会社の指定する医師が作成した補償対象者
の診断書・死体検案書の提出を求めることができます。ま
た、補償対象者の身体障害の症状・治療内容等について、
アメリカンホーム保険会社は、その診断を行った医師・病
院等に対して直接確認を行い説明を求めることができま
す。

（２�）（１）の規定による診断・死体の検案（注１）のために
要した費用（注２）は、アメリカンホーム保険会社が負担
します。
（注１�）死体について、死亡の事実を医学的に確認するこ

とをいいます。
（注２）収入の喪失を含みません。

第34条（時効）
　保険金請求権は、第31条（保険金の請求）（１）に定める
時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって
消滅します。

第35条（代位）
　アメリカンホーム保険会社が保険金を支払った場合であっ
ても、補償対象者・その法定相続人がその身体障害について
第三者に対して有する損害賠償請求権は、アメリカンホーム
保険会社に移転しません。

第36条（保険金請求代理人の指定・変更）
（１）保険契約者は、指定代理人を指定することができます。
（２�）指定代理人を指定した後、保険契約者は、補償対象者の
同意を得て指定代理人を変更することができます。

（３�）（１）・（２）の規定による指定代理人の指定・変更を行
う場合には、保険契約者は、そのことをアメリカンホーム
保険会社に書面により申し出て、承認を請求しなければな
りません。

（４�）（３）の規定による申出をアメリカンホーム保険会社が
承認する前にアメリカンホーム保険会社が変更前の指定代
理人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を
受けても、アメリカンホーム保険会社は、保険金を支払い
ません。

（５�）	（１）・（２）の規定による指定代理人の指定・変更につ
いて、補償対象者の同意がない場合は、その指定・変更は
無効となります。

第37条（保険契約者の変更）
（１�）保険契約締結の後、保険契約者は、アメリカンホーム保
険会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険
約款・特約に関する権利・義務を第三者に移転させること
ができます。

（２�）（１）の規定による移転を行う場合には、保険契約者は
そのことをアメリカンホーム保険会社に書面により申し出
て、承認を請求しなければなりません。

（３�）保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その
死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約
に適用される普通保険約款・特約に関する権利・義務が移
転するものとします。

第38条（保険契約者が複数の場合の取扱い）
（１�）この保険契約について、保険契約者が２名以上である場
合は、アメリカンホーム保険会社は、代表者１名を定める
ことを求めることができます。この場合において、代表者
は他の保険契約者を代理するものとします。

（２�）（１）の代表者が定まらない場合・その所在がわからな
い場合には、保険契約者の中の１名に対して行うアメリカ
ンホーム保険会社の行為は、他の保険契約者に対しても効
力を有するものとします。

（３�）保険契約者が２名以上である場合には、各保険契約者は
連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款・特約に
関する義務を負うものとします。

第39条（補償対象者が複数の場合の約款の適用）
　補償対象者が２名以上である場合は、それぞれの補償対象
者ごとにこの約款の規定を適用します。

第40条（法令等の改正にともなう支払責任の変更）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、公的医療保険制度に定め
る法令・その他関連する法令等が改正された場合で、特に
必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かっ
てこの保険契約の支払責任を変更することがあります。

（２�）（１）の規定によりこの保険契約の支払責任を変更する
場合は、支払責任変更日（注）の２か月前までに保険契約
者にそのことを通知します。
（注）アメリカンホーム保険会社の定める日をいいます。

（３�）（２）の通知を受けた保険契約者は、支払責任変更日（注）
の２週間前までに次の①・②のどちらかの方法を指定する
ものとします。

①�　支払責任変更日（注）からこの保険契約の支払責任を変
更する方法

②　支払責任変更日（注）の前日に解除する方法
（注）アメリカンホーム保険会社の定める日をいいます。

（４�）（３）の指定がなされないまま支払責任変更日（注）が
到来した場合は、保険契約者により（３）①の方法が指定
されたものとみなします。
（注）アメリカンホーム保険会社の定める日をいいます。

（５�）（３）②の規定によりこの保険契約が解除された場合は、
アメリカンホーム保険会社は、別表２により計算した額を
返還します。

第41条（保険金受取人による保険契約の存続）
（１�）債権者等による保険契約の解除は、解除の通知がアメリ
カンホーム保険会社に到達した時から１か月を経過した日
に効力を生じます。

（２�）（１）の解除が通知された場合でも、通知の時において
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①・②のいずれも満たす補償対象者・保険金を受け取るべ
き者・死亡保険金受取人（注）のいずれかが、保険契約者
の同意を得て、（１）の期間が経過するまでの間に、その
解除の通知がアメリカンホーム保険会社に到達した日に解
除の効力が生じたとすればアメリカンホーム保険会社が債
権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつアメリ
カンホーム保険会社にそのことを通知したときは、（１）
の解除はその効力を生じません。
①�　保険契約者の親族・補償対象者の親族・補償対象者本人
のいずれかであること
②　保険契約者でないこと
（注�）この保険契約に付帯された特約に規定がある場合に
限ります。

（３�）（１）の解除の通知がアメリカンホーム保険会社に到達
した日以後、その解除の効力が生じまたは（２）の規定に
より効力が生じなくなるまでに、ケガ死亡保険金（注）の
支払事由が生じ、アメリカンホーム保険会社が保険金を支
払うべき場合は、その支払うべき金額の限度で、（２）本
文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払う
べき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額
を、死亡保険金受取人（注）に支払います。
（注�）この保険契約に付帯された特約に規定がある場合に
限ります。

第42条（訴訟の提起）
　この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。

第43条（準拠法）
　この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準
拠します。

第４章　通信販売に関する特則
第44条（通信販売に関する特則）
　この特則は、通信により保険契約の申込みを受ける保険契
約に対して付加します。

第45条（保険契約の申込み）
　アメリカンホーム保険会社に対して通信により保険契約の
申込みをしようとする者は、保険契約申込書に所要の事項を
書きしるし、アメリカンホーム保険会社・代理店に送付する
ことにより申込手続を行うことができます。

第46条（保険料の払込方法）
（１�）保険契約者は、保険契約申込書に書かれているところに
従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものと
します。

（２�）保険契約者は、申込みをした後、保険料（注）をアメリ
カンホーム保険会社の定める日までに、次の①〜⑥のいず
れかの手続により払い込まなければなりません。
①　郵便振替
②　銀行振込
③　預金口座振替
④　郵便貯金口座振替
⑤　書留
⑥　クレジットカード払
（注�）保険料の払込方法が一時払以外の場合は、第１回保
険料をいいます。

（３�）保険契約者は、（２）①〜⑥に定める手続のほか、アメ
リカンホーム保険会社が指定する保険料収納窓口を通じて
アメリカンホーム保険会社の定める手続に従い、（２）の
保険料を払い込むことができるものとします。この場合、
その収納窓口において保険料を払い込んだ時以後、第７条
（保険責任の始め・終り）（３）の規定とこの保険契約に
付帯された他の特約の規定による保険料領収前に生じた事
故・こうむった身体障害等に関する規定は適用されないも
のとします。

（４�）（２）・（３）の規定にかかわらず、この保険契約に保険
料支払に関する他の特約が付帯されている場合には、その
保険料支払に関する他の特約の規定に従うものとします。

（５�）	第２回以後の保険料については、払込期日に（２）〜（４）
のいずれかの手続により払い込まなければなりません。

第47条（保険料不払により保険金を支払わない場合）
　保険期間が始まった後でも、アメリカンホーム保険会社は
次の①〜③のいずれかにあてはまる身体障害、その身体障害
を原因とする損害・費用または④の損害については保険金を
支払いません。
①�　この保険契約の保険期間の開始時から、保険料（注）を
領収した時までの期間中にこうむった身体障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時から、保険料（注）を
領収した時までの期間中に治療を開始した身体障害

③�　補償対象者が身体障害をこうむった時が、その身体障害
をこうむった時の保険契約の保険期間の開始時から、その
保険契約の保険料（注）を領収した時までの期間中であっ
た場合は、その身体障害

④�　この保険契約の保険期間の開始時から、保険料（注）を
領収した時までの期間中に生じた事故による損害
（注�）保険料の払込方法が一時払以外の場合は、第１回保
険料をいいます。

第48条（保険料不払による保険契約の解除）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、アメリカンホーム保険会
社の定める日までに第46条（保険料の払込方法）（２）〜（４）
の保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。

（２�）（１）の規定によりアメリカンホーム保険会社が保険契
約を解除した場合には、アメリカンホーム保険会社は保険
料を返還しません。

第49条（保険契約の継続）
（１�）この保険契約の満了する日より３か月前の日までに、ア
メリカンホーム保険会社・保険契約者のどちらか一方より
別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する
日と同じ内容で継続されるものとします。以後毎回同様と
します。

（２�）補償対象者の契約年齢が進行することにより、その補償
対象者に適用する保険料が変更となる場合には、（１）の
規定にかかわらず、適用する保険料を変更するものとしま
す。

（３�）（１）・（２）の規定により、この保険契約が継続され、
継続契約の保険料（注）が払い込まれた場合には、アメリ
カンホーム保険会社は、保険証券を保険契約者に交付しま
す。
（注�）保険料の払込方法が一時払以外の場合は、第１回保
険料をいいます。

（４�）継続契約におけるアメリカンホーム保険会社の保険責任
は、その保険期間の初日の午後４時に始まり、末日の午後
４時に終わります。

第50条（継続契約の保険料不払により保険金を支払わない場合）
　継続前契約の未払込保険料・継続契約の保険料（注）につ
いて、継続契約の保険料（注）を払い込むべき払込期日の属
する月の翌月末日を経過した後もその払込みがなかった場合
は、アメリカンホーム保険会社は、次の①・②のどちらかに
あてはまる身体障害、その身体障害を原因とする損害・費用
または③の損害に対しては保険金を支払いません。
①�　この保険契約の保険期間の開始時から、保険料（注）を
領収した時までの期間中にこうむった身体障害

②�　補償対象者が身体障害をこうむった時が、その身体障害
をこうむった時の保険契約の保険期間の開始時から、その
保険契約の保険料（注）を領収した時までの期間中であっ
た場合は、その身体障害

③�　この保険契約の保険期間の開始時から、保険料（注）を
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領収した時までの期間中に生じた事故による損害
（注�）保険料の払込方法が一時払以外の場合は、第１回保
険料をいいます。

第51条（保険料不払による継続契約の解除）
（１�）継続前契約の未払込保険料・継続契約の保険料（注）に
ついて、継続契約の保険料（注）を払い込むべき払込期日
の属する月の翌月末日を経過した後もその払込みがなかっ
た場合は、アメリカンホーム保険会社は、保険契約者に対
する書面による通知をもって、継続契約を解除することが
できます。
（注�）保険料の払込方法が一時払以外の場合は、第１回保
険料をいいます。

（２�）（１）の規定によりアメリカンホーム保険会社が保険契
約を解除した場合には、アメリカンホーム保険会社は保険
料を返還しません。

第52条（継続契約に適用される特則・特約）
　第49条（保険契約の継続）（１）の規定によりこの保険契
約が継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約
に付加された特則・付帯された特約が適用されるものとしま
す（注）。
（注�）継続する時にこれらの特則・特約を取扱っていない場
合には、アメリカンホーム保険会社が定める他の特則・
特約を適用することがあります。

第53条（継続契約における保険料の取扱い）
（１�）保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合の継続契約
の保険料については、第７条（保険責任の始め・終り）（３）
の規定は適用しません。

（２�）保険料の払込方法が年払・半年払・月払の保険契約の場
合の継続契約の第１回保険料については、第７条（保険責
任の始め・終り）（３）の規定を適用せず、第22条（第２
回以後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）（１）の規
定を準用します。

別表１ 第３条（保険金を支払わない場合）（２）③の身体障害
　平成６年10月12日総務庁告示第75号および平成11年３月31
日総務庁告示第64号に定められた分類項目中次のいずれかに
あてはまるものとし、分類項目の内容については厚生省大臣
官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD
−10準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード
症状性を含む器質性精神障害 Ｆ00−Ｆ07、Ｆ09
精神作用物質使用による精神および行
動の障害

Ｆ10−Ｆ19

統合失調症、統合失調症型障害および
妄想性障害

Ｆ20−Ｆ25、
Ｆ28、Ｆ29

気分［感情］障害 Ｆ30−Ｆ34、
Ｆ38、Ｆ39

神経症性障害、ストレス関連障害およ
び身体表現性障害

Ｆ40−Ｆ45、Ｆ48

生理的障害および身体的要因に関連し
た行動症候群

Ｆ50−Ｆ55、Ｆ59

成人の人格および行動の障害 Ｆ60−Ｆ66、
Ｆ68、Ｆ69

知的障害＜精神遅滞＞ Ｆ70−Ｆ73、
Ｆ78、Ｆ79

心理的発達の障害 Ｆ80−Ｆ84、
Ｆ88、Ｆ89

小児＜児童＞期および青年期に通常発
症する行動および情緒の障害

Ｆ90−Ｆ95、Ｆ98

詳細不明の精神障害 Ｆ99

別表２　返還保険料（例示表）
１�．第28条（保険料の返還−解除の場合）（１）・（３）・第40条
（法令等の改正にともなう支払責任の変更）（５）の場合

＜省略＞
２�．第28条（保険料の返還−解除の場合）（２）・（４）・（５）・（６）
の場合

＜省略＞
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②　第31条（保険金の請求）（１）・（２）

（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、普通保険約款第４条
（入院保険金の支払）（１）の入院が保険証券に書
かれている入院日数以上継続した時から発生し、こ
れを行使することができるものとします。

（２）（適用しません。）

第４条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

３．交通事故傷害入院保険金追加支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者がこうむった身体障害が、
保険期間中に発生した交通事故等によるケガである場
合は、入院保険金に追加して、交通事故傷害入院保険
金を支払うことを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

運行中 交通乗用具が通常の目的に従って使用されて
いる間をいいます。

危険 ケガの発生の可能性をいいます。
競技等 競技・競争・興行（注１）・訓練（注２）・試

運転（注３）をいいます。
（注１）�いずれもそのための練習を含みます。
（注２�）自動車等の運転資格を取得するため

の訓練を除きます。
（注３�）性能試験を目的とする運転・操縦を

いいます。
工作用自動車 構造物の建築工事・土木工事・農耕等の作業

の用途をもつ自走式の車両をいい、各種ク
レーン車、パワーショベル、フォークリフト、
ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリー
トミキサートラック、耕運機、トラクター等
をいいます。

交通乗用具 第５条（交通乗用具の範囲）に規定する乗用
具をいいます。

手術 治療を直接の目的として、メス等の器具を用
いて患部または必要部位に切除、摘出等の処
置を施すことをいいます。

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

保険金 交通事故傷害入院保険金をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、普通保険約款第４条（入
院保険金の支払）の入院保険金を支払う場合において、補
償対象者がこうむった身体障害が、保険期間中に発生した
次の①〜④のいずれかにあてはまる事故によるケガである
ときは、この特約・普通保険約款の規定に従い、入院保険
金に追加して、その入院期間に対し、保険金を補償対象者
に支払います。

①�　補償対象者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間に
おいて生じた次のア・イの事故

特　　約
次のうち、保険証券の「特約」欄に記載されている特約が適用されます。

１．入院保険金支払条件変更特約
（所定日数経過分のみ支払用）

　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、普通保険
約款第４条（入院保険金の支払）（１）に規定する入院保険
金の支払事由にあてはまった場合においても、保険証券に書
かれている入院日数を経過するまでの期間に対しては、入院
保険金を支払いません。

２．入院療養一時金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者が入院保険金の支払われる
べき入院を開始した場合において、その入院が所定の
期間以上継続したときに、入院療養一時金を支払うこ
とを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

保険金 入院療養一時金をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が普通保険約
款第４条（入院保険金の支払）（１）の入院保険金が支払
われるべき入院を開始した場合において、その入院が保険
証券に書かれている入院日数（注１）以上継続したときは、
この特約・普通保険約款の規定に従い、保険証券に書かれ
ている入院療養一時金額（注２）を保険金として補償対象
者に支払います。
（注１�）入院日数が複数書かれている場合は、それぞれの

入院日数をいいます。
（注２�）入院療養一時金額が複数書かれている場合は、そ

れぞれの入院療養一時金額をいいます。
（２�）同じ身体障害に対する保険金は、保険証券に複数書かれ
ている場合はそれぞれにつき、保険期間（注）を通じ、１
回の支払に限ります。
（注�）この保険契約が継続契約である場合には、この保険
契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みま
す。

（３�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額
と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件により
算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払い
ます。

第３条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味

（適用しません。）
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ア�．運行中の交通乗用具（注１）との衝突・接触等の交通
事故
イ�．運行中の交通乗用具（注１）の衝突・接触・火災・爆
発等の交通事故

②�　補償対象者が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もし
くはその装置のある室内（注２）に搭乗している間（注３）
または乗客（注４）として改札口を有する交通乗用具の乗
降場構内（注５）にいる間において生じた急激で偶然な外
来の事故
③�　補償対象者が道路通行中において生じた次のア〜エの事
故
ア�．建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等から
のものの落下
イ．崖崩れ・土砂崩れ・岩石等の落下
ウ．火災または破裂・爆発
エ�．作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との
衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている
工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等

④　建物・交通乗用具（注１）の火災
（注１）これに積載されているものを含みます。
（注２�）隔壁等により通行できないように仕切られている

場所を除きます。
（注３�）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している間を除

きます。
（注４）入場客を含みます。
（注５）改札口の内側をいいます。

（２）	（１）の保険金は、次の算式によって算出した額とします。

保険証券に書かれ
ている交通事故傷
害入院保険金日額

× 普通保険約款第４条（１）の入院日数 ＝ 保険金の額

（３�）（１）の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年
法律第104号）第６条（臓器の摘出）の規定によって、同
条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判
定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、
その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規
定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
（注）であるときには、その処置日数を含みます。
（注�）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関
係各法の適用があれば、医療の給付としてされたもの
とみなされる処置を含みます。

（４�）（１）〜（３）の保険金を支払う日数は、それぞれ次の①・
②の日数を限度とします。
①�　継続した入院１回あたりの支払限度については、保険証
券に書かれている支払日数
②�　保険期間中の入院の支払限度については、保険証券に書
かれている通算支払限度日数

（５�）この保険契約に補償対象者の範囲を定める他の特約が付
帯されている場合には、（４）の規定はその特約に定める
補償対象者ごとに適用します。

（６�）補償対象者が保険金の支払を受けられる期間中にさらに
保険金の支払を受けられるケガをこうむった場合において
も、アメリカンホーム保険会社は、重複しては保険金を支
払いません。

（７�）（１）の保険金が、（４）②の通算支払限度日数に達した
ことのみをもって支払われない場合において、その入院中
にこの保険契約が継続され新たに通算支払限度日数が適用
されることとなったときは、アメリカンホーム保険会社は、
継続契約の保険期間の初日以後の入院について保険金を支
払います。

（８�）（７）の規定により保険金が支払われる場合において、
継続契約の保険期間の初日以後の入院についての支払日数
は、継続契約の通算支払限度日数に算入します。

第３条（保険金を支払わない場合−その１）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、次の①〜⑫のいずれかに
あてはまる事由によって生じたケガに対しては、保険金を
支払いません。

①�　保険契約者（注１）または補償対象者のわざとまたはこ
れに準じた重大な不注意

②�　保険金を受け取るべき者（注２）のわざとまたはこれに
準じた重大な不注意。ただし、その者が保険金の一部の受
取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受
け取るべき金額に限ります。

③�　補償対象者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為
④�　補償対象者が次のア〜ウのいずれかにあてはまる間に生
じた事故
ア�．法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動
車等を運転している間

イ．酒に酔った状態（注４）で自動車等を運転している間
ウ�．麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等
を運転している間

⑤　補償対象者の脳疾患・病気・心神喪失
⑥　補償対象者の妊娠・出産・早産・流産
⑦�　補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ
し、外科的手術その他の医療処置によって生じたケガが、
アメリカンホーム保険会社が保険金を支払うべきケガの治
療によるものである場合には、保険金を支払います。

⑧�　戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反
乱・その他これらに類似の事変・暴動（注５）

⑨　地震・噴火・これらによる津波
⑩�　核燃料物質（注６）・核燃料物質（注６）によって汚染
された物（注７）の放射性・爆発性・その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故

⑪�　⑧〜⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらにとも
なう秩序の混乱に基づいて生じた事故

⑫　⑩以外の放射線照射・放射能汚染
（注１�）保険契約者が法人である場合は、その理事・取締役・

法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注２�）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、そ

の理事・取締役・法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。

（注３）運転する地における法令によるものをいいます。
（注４�）アルコールの影響により正常な運転ができないお

それがある状態をいいます。
（注５�）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国

または一部の地区において著しく平穏が害され、治
安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

（注６）使用済燃料を含みます。
（注７）原子核分裂生成物を含みます。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が頚
けい

部症候群
（注）または腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに
対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を
支払いません。
（注）いわゆる「むちうち症」をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合−その２）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が次の①〜④
のいずれかにあてはまる間に生じた事故によってこうむっ
たケガに対しては、保険金を支払いません。

①　補償対象者が次のア〜ウのいずれかにあてはまる間
ア�．交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下
記ウにあてはまる場合を除き、第５条（交通乗用具の範
囲）の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競
技等をしている間については、保険金を支払います。

イ�．交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場
所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用
具を使用している間。ただし、下記ウにあてはまる場合
を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により第５
条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間につ
いては、保険金を支払います。

ウ�．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路
を占有した状態で、第５条の軌道を有しない陸上の乗用
具を用いて競技等をしている間・競技等に準ずる方法・
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態様により第５条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用
している間

②�　船舶乗組員・漁業従事者・その他の船舶に搭乗すること
を職務とする者・これらの者の養成所の職員・生徒である
補償対象者が、職務・実習のために船舶に搭乗している間
③�　航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（注）以
外の航空機を補償対象者が操縦している間またはその航空
機に搭乗することを職務とする補償対象者が職務上搭乗し
ている間
④�　補償対象者が次のア〜エの航空機のいずれかに搭乗して
いる間
ア．グライダー
イ．飛行船
ウ．超軽量動力機
エ．ジャイロプレーン
（注）定期便であると不定期便であるとを問いません。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が職務として
次の①・②のどちらかにあてはまる作業従事中にその作業
に直接起因する事故によってこうむったケガに対しては、
保険金を支払いません。
①�　交通乗用具への荷物等（注）の積込み作業・交通乗用具
からの荷物等（注）の積卸し作業・交通乗用具上での荷物
等（注）の整理作業
②　交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業
（注）荷物・貨物等をいいます。

第５条（交通乗用具の範囲）
　この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかにあ
てはまるものをいいます。
分類 交通乗用具

軌道上を
走行する
陸上の乗用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブル
カー、ロープウェー、いす付リフト
（注�）ジェットコースター、メリーゴーラウ
ンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設とし
て使用されるもの、ロープトウ、ティー
バーリフト等座席装置のないリフト等は
除きます。

軌道を
有しない
陸上の乗用具

自動車（スノーモービルを含みます。）、原動
機付自転車、自転車、トロリーバス、人・動
物の力または他の車両により牽

けん

引される車、
そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビー
カー、歩行補助車（原動機を用い、かつ、搭
乗装置のあるものに限ります。）
（注�）作業機械としてのみ使用されている間
の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊
戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、
三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、
スケートボード、キックボード（原動機
を用いるものを含みます。）等は除きま
す。

空の乗用具

航空機（飛行機、ヘリコプター、グライダー、
飛行船、超軽量動力機（モーターハンググラ
イダー、マイクロライト機、ウルトラライト
機等）、ジャイロプレーン）
（注�）ハンググライダー、気球、パラシュー
ト等は除きます。

水上の乗用具

船舶（ヨット、モーターボート（水上オート
バイを含みます。）およびボートを含みます。）
（注�）幼児用のゴムボート、セーリングボー
ト、サーフボード等は除きます。

その他の
乗用具

エレベーター、エスカレーター、動く歩道
（注�）立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸
送用に設置された装置等は除きます。

第６条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味

（適用しません。）

②　第３条（保険金を支払わない場合）

（適用しません。）

③　第４条（入院保険金の支払）（５）

（適用しません。）

④　第５条（身体障害の程度の決定）（１）

（１�）保険金支払の対象とならない身体障害（注）の影
響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が
悪くなった場合は、アメリカンホーム保険会社は、
その影響がなかったときに相当する金額を支払いま
す。
（注�）普通保険約款第７条（保険責任の始め・終り）
（３）・普通保険約款第８条（保険期間と支払責
任の関係）（２）・（３）・この特約第３条（保険金
を支払わない場合−その１）・この特約第４条（保
険金を支払わない場合−その２）のいずれかにあ
てはまる身体障害をいいます。

⑤　第31条（保険金の請求）（１）

（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、この特約第２条（保
険金を支払う場合）（１）の入院を終了した時また
はこの特約第２条（１）の入院についてこの特約第
２条（４）①・②の支払限度日数が経過した時のう
ちいずれか早い時から発生し、これを行使すること
ができるものとします。

第７条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

４．地震・噴火・津波危険補償特約
（交通事故傷害入院保険金追加支払特約用）

　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、交通事故
傷害入院保険金追加支払特約第３条（保険金を支払わない場
合−その１）（１）⑨・⑪の規定にかかわらず、次の①・②
のどちらかにあてはまる事由によって生じたケガに対して
も、保険金を支払います。
①　地震・噴火・これらによる津波
②�　①の事由に随伴して生じた事故（注）・これらにともな
う秩序の混乱に基づいて生じた事故（注）
（注�）交通事故傷害入院保険金追加支払特約第２条（保険
金を支払う場合）（１）の事故をいいます。

５．傷害死亡・後遺障害保険金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者がこうむったケガに対して
ケガ死亡保険金・ケガ後遺障害保険金を支払うことを
主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

危険 ケガの発生の可能性をいいます。
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主
と
し
て
補
償
に

関
す
る
特
約

用語 意味
競技等 乗用具による競技・競争・興行（注１）・試

運転（注２）をいいます。
（注１）いずれもそのための練習を含みます。
（注２�）性能試験を目的とする運転・操縦を

いいます。
ケガ 補償対象者が日本国内・国外において急激で

偶然な外来の事故によってこうむったケガを
いい、このケガには体の外部から有毒ガス・
有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取
した場合に急激に生ずる中毒症状（注）を含
みます。ただし、細菌性食中毒・ウイルス性
食中毒は含みません。
（注�）継続的に吸入・吸収・摂取した結果生
ずる中毒症状を除きます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であっ
て、補償対象者の身体に残された症状が将来
においても回復できない機能の重大な障害に
至ったものまたは身体の一部の欠損をいいま
す。

事故 ケガの直接の原因となった事故をいいます。
手術 治療を直接の目的として、メス等の器具を用

いて患部・必要部位に切除・摘出等の処置を
施すことをいいます。

乗用具 自動車等・モーターボート（注）・ゴーカート・
スノーモービル・その他これらに類するもの
をいいます。
（注）水上オートバイを含みます。

保険期間 保険証券に書かれている保険期間をいいま
す。

保険金 ケガ死亡保険金・ケガ後遺障害保険金をいい
ます。

保険年度 初年度については、保険期間の初日から１年
間、次年度以後については、それぞれの保険
期間の初日応当日から１年間をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
　アメリカンホーム保険会社は、補償対象者がこうむったケ
ガに対して、この特約・普通保険約款の規定に従い、保険金
を支払います。

第３条（保険金を支払わない場合—その１）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、次の①〜⑬のいずれかに
あてはまる事由によって生じたケガに対しては、保険金を
支払いません。
①�　保険契約者（注１）または補償対象者のわざとまたはこ
れに準じた重大な不注意
②�　保険金を受け取るべき者（注２）のわざとまたはこれに
準じた重大な不注意。ただし、その者がケガ死亡保険金の
一部の受取人である場合には、ケガ死亡保険金を支払わな
いのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③�　補償対象者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為
④�　補償対象者が次のア〜ウのいずれかにあてはまる間に生
じた事故
ア�．法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動
車等を運転している間
イ．酒に酔った状態（注４）で自動車等を運転している間
ウ�．麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等
を運転している間

⑤　補償対象者の脳疾患・病気・心神喪失
⑥　補償対象者の妊娠・出産・早産・流産
⑦�　補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ
し、外科的手術その他の医療処置によって生じたケガが、
アメリカンホーム保険会社が保険金を支払うべきケガの治

療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧　補償対象者に対する刑の執行
⑨�　戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反
乱・その他これらに類似の事変・暴動（注５）

⑩　地震・噴火・これらによる津波
⑪�　核燃料物質（注６）・核燃料物質（注６）によって汚染
された物（注７）の放射性・爆発性・その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故

⑫�　⑨〜⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらにとも
なう秩序の混乱に基づいて生じた事故

⑬　⑪以外の放射線照射・放射能汚染
（注１�）保険契約者が法人である場合は、その理事・取締役・

法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注２�）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、そ

の理事・取締役・法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。

（注３）運転する地における法令によるものをいいます。
（注４�）アルコールの影響により正常な運転ができないお

それがある状態をいいます。
（注５�）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国

または一部の地区において著しく平穏が害され、治
安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

（注６）使用済燃料を含みます。
（注７）原子核分裂生成物を含みます。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が頸
けい

部症候群
（注）または腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに
対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を
支払いません。
（注）いわゆる「むちうち症」をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合—その２）
　補償対象者が次の①〜③のいずれかにあてはまる間に生じ
た事故によってこうむったケガに対しては、アメリカンホー
ム保険会社は、保険金を支払いません。
①　補償対象者が別表１の運動等を行っている間
②�　補償対象者の職業が別表２のいずれかにあてはまる場合
において、補償対象者がその職業に従事している間

③　補償対象者が次のア〜ウのいずれかにあてはまる間
ア�．乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ
にあてはまる場合を除き、自動車等を用いて道路上で競
技等をしている間については、保険金を支払います。

イ�．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所に
おいて、競技等に準じる方法・態様により乗用具を使用
している間。ただし、下記ウにあてはまる場合を除き、
道路上で競技等に準じる方法・態様により自動車等を使
用している間については、保険金を支払います。

ウ�．法令等による許可を受けて、一般の通行を制限し、道
路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしてい
る間または競技等に準じる方法・態様により自動車等を
使用している間

第５条（ケガ死亡保険金の支払）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者がケガをこう
むり、その直接の結果として、事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額（注）
をケガ死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
（注�）その事故の発生した保険年度と同じ保険年度に生じ
た事故によるケガに対して、すでに支払ったケガ後遺
障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払っ
た金額を控除した残額をいいます。

（２�）この特約が付帯された普通保険約款に補償対象者の範囲
を定める他の特約が付帯されている場合には、（１）の規
定はその特約に定める補償対象者ごとに適用します。

（３�）第13条（死亡保険金受取人の変更）（１）・（２）の規定
により補償対象者の法定相続人が死亡保険金受取人となる
場合で、その者が２名以上であるときは、アメリカンホー
ム保険会社は、法定相続分の割合によりケガ死亡保険金を
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死亡保険金受取人に支払います。
（４�）第13条（死亡保険金受取人の変更）（８）の死亡保険金
受取人が２名以上である場合は、アメリカンホーム保険会
社は、均等の割合によりケガ死亡保険金を死亡保険金受取
人に支払います。

第６条（ケガ後遺障害保険金の支払）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者がケガをこう
むり、その直接の結果として、事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式
によって算出した額をケガ後遺障害保険金として補償対象
者に支払います。

保険金額 × 別表３に
掲げる割合 ＝ ケガ後遺障害

保険金の額

（２�）（１）の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の
日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状
態にある場合は、アメリカンホーム保険会社は、事故の発
生の日からその日を含めて181日目における補償対象者以
外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、（１）
のとおり算出した額をケガ後遺障害保険金として支払いま
す。

（３�）	別表３の後遺障害にあてはまらない後遺障害に対して
は、アメリカンホーム保険会社は、別表３の区分に準じ、
ケガ後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表
３の１（３）・（４）、２（３）、４（４）、５（２）の機能
障害に至らない障害に対しては、ケガ後遺障害保険金を支
払いません。

（４�）同じ事故により２種以上の後遺障害が生じた場合には、
アメリカンホーム保険会社は、そのそれぞれに対し（１）
〜（３）の規定を適用し、その合計額を支払います。ただ
し、別表３の７〜９の上肢（注１）・下肢（注２）の後遺
障害に対しては、１肢ごとのケガ後遺障害保険金は保険金
額の60％をもって限度とします。
（注１）腕・手をいいます。
（注２）脚・足をいいます。

（５�）	すでに身体に障害のあった補償対象者がケガをこうむ
り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったこと
により別表４の１〜５のいずれかにあてはまった場合は、
悪くなった後の後遺障害の状態に対応する別表３の割合を
適用して、ケガ後遺障害保険金を支払います。ただし、既
存障害（注）が、新たな後遺障害の原因となった事故の発
生した保険年度と同じ保険年度に生じた事故によるケガに
より、この保険契約に基づくケガ後遺障害保険金の支払を
受けたものである場合は、次の割合によりケガ後遺障害保
険金を支払います。

悪くなった後の
後遺障害の状態に
対応する割合

− 既存障害（注）
に対応する割合 ＝ 適用する

割合

（注）すでにあった身体の障害をいいます。
（６�）（１）〜（５）の規定に基づいて、アメリカンホーム保
険会社が支払うべきケガ後遺障害保険金の額は、各保険年
度ごとに、保険金額をもって限度とします。

（７�）この特約が付帯された普通保険約款に補償対象者の範囲
を定める他の特約が付帯されている場合には、（６）の規
定はその特約に定める補償対象者ごとに適用します。

第７条（死亡の推定）
　補償対象者が搭乗している航空機・船舶が行方不明となっ
た場合または遭難した場合において、その航空機・船舶が行
方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日
を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航
空機・船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償
対象者がケガによって死亡したものと推定します。

第８条（他の身体の障害・病気の影響）
（１�）補償対象者がケガをこうむった時すでに存在していた身

体の障害・病気の影響により、またはケガをこうむった後
にその原因となった事故と関係なく発生したケガ・病気の
影響によりそのケガが悪くなった場合は、アメリカンホー
ム保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額を
支払います。

（２�）正当な理由がないのに、補償対象者が治療を受けなかっ
たり、または、保険契約者・保険金を受け取るべき者が
治療をさせなかったことによりケガが悪くなった場合も、
（１）と同様の方法で支払います。

第９条（保険責任の始め・終り）
（１�）アメリカンホーム保険会社の保険責任は、保険期間の初
日の午後４時（注）に始まり、末日の午後４時に終わります。
（注�）保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場合は
その時刻をいいます。

（２）（１）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
（３�）保険期間の開始時（注）以後でも、アメリカンホーム保
険会社は、一時払保険料・第１回保険料の領収前に事故が
生じた場合には、その事故によるケガに対しては、保険金
を支払いません。
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場合に
は、変更がなされた部分について、その保険契約が初
度契約か継続契約かにかかわらず、保険契約の条件の
変更がなされた日とします。

第10条（保険契約の無効）
　普通保険約款第15条（保険契約の無効）の場合のほか、保
険契約者以外の者を補償対象者とする保険契約について死亡
保険金受取人を定める場合（注）に、その補償対象者の同意
を得なかったときは、保険契約は無効とします。
（注�）補償対象者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場
合を除きます。

第11条（事故の通知）
（１�）補償対象者がケガをこうむった場合は、保険契約者・補
償対象者・保険金を受け取るべき者は、その原因となった
事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の
状況・ケガの程度をアメリカンホーム保険会社に通知しな
ければなりません。この場合において、アメリカンホーム
保険会社が書面による通知・説明を求めたときまたは補償
対象者の診断書・死体検案書の提出を求めたときは、これ
に応じなければなりません。

（２�）補償対象者が搭乗している航空機・船舶が行方不明とな
った場合または遭難した場合は、保険契約者・保険金を受
け取るべき者は、その航空機・船舶が行方不明となった日
または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明
または遭難発生の状況をアメリカンホーム保険会社に書面
により通知しなければなりません。

（３�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が、
正当な理由がなく（１）・（２）の規定に違反した場合、ま
たはその通知・説明について知っている本当のことを告げ
なかった場合もしくは本当でないことを告げた場合は、ア
メリカンホーム保険会社は、それによってアメリカンホー
ム保険会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支
払います。

第12条（保険金の請求）
（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険会社に
対する保険金請求権は、次の①・②の時から、それぞれ発
生し、これを行使することができるものとします。

①　ケガ死亡保険金については、補償対象者が死亡した時
②�　ケガ後遺障害保険金については、補償対象者に後遺障害
が生じた時・事故の発生の日からその日を含めて180日を
経過した時のいずれか早い時

（２�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が保険金の支払を
請求する場合は、普通保険約款第31条（保険金の請求）に
規定する書類のほか、次の①・②の書類のうちアメリカン
ホーム保険会社が求めるものを提出しなければなりませ
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①　補償対象者の戸籍謄本
②�　補償対象者が死亡した場合で、死亡保険金受取人を定め
なかったときは、法定相続人の戸籍謄本

第13条（死亡保険金受取人の変更）
（１�）保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定
めなかった場合は、補償対象者の法定相続人を死亡保険金
受取人とします。

（２�）保険契約締結の後、補償対象者が死亡するまでは、保険
契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。

（３�）（２）の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合
には、保険契約者は、そのことをアメリカンホーム保険会
社に通知しなければなりません。

（４�）（３）の規定による通知がアメリカンホーム保険会社に
到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約
者がその通知を発した時にその効力を生じたものとしま
す。ただし、その通知がアメリカンホーム保険会社に到達
する前にアメリカンホーム保険会社が変更前の死亡保険金
受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求
を受けても、アメリカンホーム保険会社は、保険金を支払
いません。

（５�）保険契約者は、（２）の死亡保険金受取人の変更を、法
律上有効な遺言によって行うことができます。

（６�）（５）の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合
には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人が
そのことをアメリカンホーム保険会社に通知しなければ、
その変更をアメリカンホーム保険会社に対抗することがで
きません。なお、その通知がアメリカンホーム保険会社に
到達する前にアメリカンホーム保険会社が変更前の死亡保
険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の
請求を受けても、アメリカンホーム保険会社は、保険金を
支払いません。

（７�）（２）・（５）の規定により、死亡保険金受取人を補償対
象者の法定相続人以外の者に変更する場合は、補償対象者
の同意がなければその効力は生じません。

（８�）死亡保険金受取人が補償対象者が死亡する前に死亡した
場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相
続人（注）を死亡保険金受取人とします。
（注�）法定相続人のうち死亡している者がある場合は、そ
の者については、順次の法定相続人とします。

第14条（時効）
　保険金請求権は、第12条（保険金の請求）（１）に定める
時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって
消滅します。

第15条（契約内容の登録）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この保険契約締結の際（注
１）、次の事項を協会（注２）に登録することがあります。
①　保険契約者の氏名・住所・生年月日
②　補償対象者の氏名・住所・生年月日・性別
③　死亡保険金受取人の氏名
④　特約保険金額
⑤　保険期間
⑥　アメリカンホーム保険会社名
⑦　補償対象者同意の有無
（注１）保険契約継続の際を含みます。
（注２）一般社団法人日本損害保険協会をいいます。

（２�）各損害保険会社は、（１）の規定により登録された補償
対象者について、他の保険契約等の内容を調査するため、
（１）の規定により登録された契約内容を協会（注）に照
会し、その結果を保険契約の解除・保険金の支払について
判断する際の参考にすることができるものとします。
（注）一般社団法人日本損害保険協会をいいます。

（３�）各損害保険会社は、（２）の規定により照会した結果を、
（２）に規定する保険契約の解除・保険金の支払について
判断する際の参考にすること以外に用いないものとしま

す。
（４�）協会（注）および各損害保険会社は、（１）の登録内容・
（２）の規定による照会結果を、（１）の規定により登録
された補償対象者にかかる保険契約の締結に関する権限を
その損害保険会社が与えた損害保険代理店・犯罪捜査等に
あたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた
場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
（注）一般社団法人日本損害保険協会をいいます。

（５�）保険契約者・補償対象者は、その本人にかかる（１）の
登録内容・（２）の規定による照会結果について、アメリ
カンホーム保険会社・協会（注）に照会することができます。
（注）一般社団法人日本損害保険協会をいいます。

第16条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①��　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「ケガ」・
「保険期間」・「保険金」の意味

（適用しません。）

②　第３条（保険金を支払わない場合）（１）・（２）

（１）（適用しません。）
（２）（適用しません。）

③　第５条（身体障害の程度の決定）

（適用しません。）

④　第６条（身体障害の取扱い）

（適用しません。）

⑤　第７条（保険責任の始め・終り）

（適用しません。）

⑥　第８条（保険期間と支払責任の関係）

（適用しません。）

⑦　第９条（保険料の払込み）（２）

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合
において、ケガをこうむった日の属する月の末日ま
でに払込期日が到来している未払込保険料があると
きは、アメリカンホーム保険会社は、支払保険金か
らその金額を差し引き、保険料の払込みに充当する
ことができるものとします。

⑧　第13条（告知義務）（３）③

（３）③�　保険契約者・補償対象者が、補償対象者がケ
ガをこうむる前に、告知事項につき、書面を
もって訂正をアメリカンホーム保険会社に申し
出て、アメリカンホーム保険会社がこれを承認
した場合。なお、アメリカンホーム保険会社が、
訂正の申出を受けた場合において、その訂正を
申し出た事項が、保険契約締結（注１）の際に
アメリカンホーム保険会社に告げられていたと
しても、アメリカンホーム保険会社が保険契約
を締結（注１）していたと認めるときに限り、
これを承認するものとします。

⑨　第13条（告知義務）（４）

（４�）（２）の規定による解除がケガの生じた後になさ
れた場合であっても、普通保険約款第21条（保険契
約解除の効力）の規定にかかわらず、アメリカンホー
ム保険会社は、保険金を支払いません。この場合に
おいて、すでに保険金を支払っていたときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その返還を請求すること
ができます。
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⑩　第19条（重大事由による解除）（３）

（３�）（１）・（２）の規定による解除がケガ（注１）の
生じた後になされた場合であっても、普通保険約款
第21条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、
（１）①～⑤の事由または（２）①・②の事由が生
じた時から解除がなされた時までに生じたケガ（注
１）に対しては、アメリカンホーム保険会社は、保
険金（注２）を支払いません。この場合において、
すでに保険金（注２）を支払っていたときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その返還を請求すること
ができます。
（注１�）（２）の規定による解除がなされた場合には、

その補償対象者に生じたケガをいいます。
（注２�）（２）②の規定による解除がなされた場合に

は、保険金を受け取るべき者のうち、（１）③
ア～オのいずれかにあてはまる者の受け取る
べき金額に限ります。

⑪　第23条（保険契約の復活）（４）

（４�）保険契約が復活した場合であっても、普通保険約
款第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契
約の解除）（２）の規定により解除された日から（２）
の保険契約の復活を承認した日の前日までの期間内
にこうむったケガに対しては、アメリカンホーム保
険会社は、保険金を支払いません。

⑫　第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場合）（５）

（５�）（４）の規定により、追加保険料を請求する場合
において、アメリカンホーム保険会社の請求に対し
て、保険契約者がその支払をしなかったときは、ア
メリカンホーム保険会社は、追加保険料領収前にこ
うむったケガに対しては、保険契約条件の変更の承
認の請求がなかったものとして、この保険契約に適
用される普通保険約款・特約に従い、保険金を支払
います。

⑬　第30条（入院を開始した場合の通知）

（適用しません。）

⑭　第31条（保険金の請求）（１）・（２）

（１）（適用しません。）
（２）（適用しません。）

⑮　第31条（保険金の請求）（７）・（８）

（７�）アメリカンホーム保険会社は、事故の内容・ケガ
の程度等に応じ、保険契約者・補償対象者・保険金
を受け取るべき者に対して、（３）・この特約第12条
（保険金の請求）（２）の書類以外の書類・証拠の
提出またはアメリカンホーム保険会社が行う調査へ
の協力を求めることがあります。この場合には、ア
メリカンホーム保険会社が求めた書類・証拠を速や
かに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（８�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき
者が、正当な理由がなく（７）の規定に違反した場
合または（３）〜（５）・（７）・この特約第12条（保
険金の請求）（２）の書類に知っている本当のこと
を書かなかった場合もしくは本当でないことを書い
た場合、もしくはその書類・証拠を偽造・変造した
場合は、アメリカンホーム保険会社は、それによっ
てアメリカンホーム保険会社がこうむった損害の額
を差し引いて保険金を支払います。

⑯　第32条（保険金の支払時期）（１）・（２）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、請求完了日（注）
からその日を含めて30日以内に、アメリカンホーム
保険会社が保険金を支払うために必要な次の事項の
確認を終え、保険金を支払います。

①�　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項
として、事故の原因・事故発生の状況・ケガ発生の
有無・補償対象者にあてはまる事実

②�　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な
事項として、保険金が支払われない事由としてこの
保険契約において定める事由にあてはまる事実の有
無

③�　保険金を算出するための確認に必要な事項とし
て、ケガの程度・事故とケガとの関係・治療の経過
および内容

④�　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項とし
て、この保険契約において定める解除・無効・失効・
取消しの事由にあてはまる事実の有無
（注�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が普通
保険約款第31条（保険金の請求）（３）〜（５）
およびこの特約第12条（保険金の請求）（２）の
規定による手続を完了した日をいいます。

�（２）（１）の確認をするため、次の特別な照会・調査が
不可欠な場合には、（１）の規定にかかわらず、ア
メリカンホーム保険会社は、請求完了日（注１）か
らその日を含めて次の日数（注２）を経過する日ま
でに、保険金を支払います。この場合において、ア
メリカンホーム保険会社は、確認が必要な事項・そ
の確認を終えるべき時期を補償対象者・保険金を受
け取るべき者に対して通知するものとします。

①�　（１）①〜④の事項を確認するための、警察・検察・
消防・その他の公の機関による捜査・調査の照会（注
３）　180日
②�　（１）①〜④の事項を確認するための、医療機関・
検査機関・その他の専門機関による診断・鑑定等の
結果の照会　90日

③�　（１）③の事項のうち、後遺障害の内容およびそ
の程度を確認するための、医療機関による診断、後
遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の
照会　120日

④�　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用され
た災害の被災地域における（１）①〜④の事項の確
認のための調査　60日

⑤�　（１）①〜④の事項の確認を日本国内において行
うための代替的な手段がない場合の日本国外におけ
る調査　180日
（注１�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が普

通保険約款第31条（保険金の請求）（３）〜（５）
およびこの特約第12条（保険金の請求）（２）
の規定による手続を完了した日をいいます。

（注２�）複数にあてはまる場合は、そのうち最長の
日数をいいます。

（注３�）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく
照会その他法令に基づく照会を含みます。
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⑰�　第33条（アメリカンホーム保険会社の指定する医師が作
成した診断書等の要求）（１）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約第11条（事
故の通知）の規定による通知・普通保険約款第31条
（保険金の請求）・この特約第12条（保険金の請求）
の規定による請求を受けた場合は、ケガの程度の認
定・その他保険金の支払にあたり必要な限度におい
て、保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべ
き者に対しアメリカンホーム保険会社の指定する医
師が作成した補償対象者の診断書・死体検案書の提
出を求めることができます。また、補償対象者の身
体障害の症状・治療内容等について、アメリカンホー
ム保険会社は、その診断を行った医師・病院等に対
して直接確認を行い説明を求めることができます。

⑱　第34条（時効）

（適用しません。）

⑲　第38条（保険契約者が複数の場合の取扱い）（１）・（２）

（１�）この保険契約について、保険契約者・死亡保険金
受取人が２名以上である場合は、アメリカンホーム
保険会社は、代表者１名を定めることを求めること
ができます。この場合において、代表者は他の保険
契約者・死亡保険金受取人を代理するものとします。

 （２�）（１）の代表者が定まらない場合・その所在がわ
からない場合には、保険契約者・死亡保険金受取人
の中の１名に対して行うアメリカンホーム保険会社
の行為は、他の保険契約者・死亡保険金受取人に対
しても効力を有するものとします。

⑳　第53条（継続契約における保険料の取扱い）

（１�）保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合の継
続契約の保険料については、この特約第９条（保険
責任の始め・終り）（３）の規定は適用しません。

（２�）保険料の払込方法が年払・半年払・月払の保険契
約の場合の継続契約の第１回保険料については、こ
の特約第９条（保険責任の始め・終り）（３）の規
定を適用せず、普通保険約款第22条（第２回以後の
保険料の払込猶予・保険契約の解除）（１）の規定
を準用します。

第17条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

別表１　�第４条（保険金を支払わない場合—その２）①の運動
等

　山岳登はん（注１）・リュージュ・ボブスレー・スケルトン・
航空機（注２）操縦（注３）・スカイダイビング・ハンググ
ライダー搭乗・超軽量動力機（注４）搭乗・ジャイロプレー
ン搭乗・その他これらに類する危険な運動
（注１�）ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用

具を使用するもの、ロッククライミング（フリークラ
イミングを含みます。）

（注２）グライダー・飛行船を除きます。
（注３）職務として操縦する場合を除きます。
（注４�）モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウ

ルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力
機（パラプレーン等をいいます。）を除きます。

別表２　第４条（保険金を支払わない場合—その２）②の職業
　オートテスター（注１）・オートバイ競争選手・自動車競
争選手・自転車競争選手・モーターボート競争選手・猛獣取
扱者（注２）・拳闘家（注３）・プロレスラー・ローラーゲー
ム選手（注４）・力士・その他これらと同等程度またはそれ
以上の危険を有する職業

（注１）テストライダーを含みます。
（注２）動物園の飼育係を含みます。
（注３）プロボクサーを含みます。
（注４）レフリーを含みます。

別表３　ケガ後遺障害保険金支払区分表
１．眼の障害
（１）両眼が失明した場合………………………………… 100％
（２）１眼が失明した場合……………………………………60％
（３）１眼の矯正視力が0.6以下となった場合………………５％
（４）１眼が視野狭窄

さく

（正常視野の角度の合計の
　　　60％以下となった場合をいう）となった場合………５％
２．耳の障害
（１）両耳の聴力を全く失った場合…………………………80％
（２）１耳の聴力を全く失った場合…………………………30％
（３）１耳の聴力が50cm以上では
　　　通常の話声を解せない場合……………………………５％
３．鼻の障害
（１）鼻の機能に著しい障害を残す場合……………………20％
４．咀

そ

しゃく、言語の障害
（１）咀

そ

しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合…… 100％
（２）咀

そ

しゃくまたは言語の機能に
　　　著しい障害を残す場合…………………………………35％
（３）咀

そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合………15％
（４）歯に５本以上の欠損を生じた場合……………………５％
５．外貌

ぼう

（顔面・頭部・頸
けい

部をいう）の醜状
（１）外貌

ぼう

に著しい醜状を残す場合…………………………15％
（２）外貌

ぼう

に醜状（顔面においては直径２cmの瘢
はんこ ん

痕、
　　　長さ３cmの線状痕

こん

程度をいう）を残す場合…………３％
６．脊

せき

柱の障害
（１）脊

せき

柱に著しい奇形または
　　　著しい運動障害を残す場合……………………………40％
（２）脊

せき

柱に運動障害を残す場合……………………………30％
（３）脊

せき

柱に奇形を残す場合…………………………………15％
７．腕（手関節以上をいう）、脚（足関節以上をいう）の障害
（１）１腕または１脚を失った場合…………………………60％
（２）１腕または１脚の３大関節中の
　　　２関節または３関節の機能を全く廃した場合………50％
（３）１腕または１脚の３大関節中の１関節の機能を
　　　全く廃した場合…………………………………………35％
（４）１腕または１脚の機能に障害を残す場合……………５％
８．手指の障害
（１）１手の母指を指関節（指節間関節）以上で
　　　失った場合………………………………………………20％
（２）１手の母指の機能に著しい障害を残す場合…………15％
（３）母指以外の１指を第２指関節（遠位指節間関節）
　　　以上で失った場合………………………………………８％
（４）母指以外の１指の機能に著しい障害を残す場合……５％
９．足指の障害
（１）１足の第１足指を指関節（指節間関節）以上で
　　　失った場合………………………………………………10％
（２）１足の第１足指の機能に著しい障害を残す場合……８％
（３）第１足指以外の１足指を
　　　第２指関節（遠位指節間関節）以上で失った場合…５％
（４）第１足指以外の１足指の機能に
　　　著しい障害を残す場合…………………………………３％
１０．その他身体の著しい障害により終身常に
　　介護を要する場合……………………………………… 100％
（注１�）７〜９の規定中「以上」とはその関節より心臓に

近い部分をいいます。
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別表４ 第６条（ケガ後遺障害保険金の支払）（５）の後遺障害
１．両眼が失明した場合
２．両耳の聴力を全く失った場合
３．　�両腕（手関節以上をいう）を失った場合または両腕の３大

関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃した場合
４．　�両脚（足関節以上をいう）を失った場合または両脚の３大

関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃した場合
５．�１腕を失ったかまたは３大関節中の２関節もしくは３関節
の機能を全く廃し、かつ、１脚を失ったかまたは３大関節
中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃した場合
（注１�）３・４の規定中「手関節」および「足関節」につい

ては別表３（注２）の関節等の説明図によります。
（注２�）３・４の規定中「以上」とはその関節より心臓に近

い部分をいいます。

６．地震・噴火・津波危険補償特約
（傷害死亡・後遺障害保険金支払特約用）

　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、傷害死亡・
後遺障害保険金支払特約第３条（保険金を支払わない場合−
その１）（１）⑩・⑫の規定にかかわらず、次の①・②のど
ちらかにあてはまる事由によって生じたケガに対しても、保
険金を支払います。
①　地震・噴火・これらによる津波
②�　①の事由に随伴して生じた事故（注）・これらにともな
う秩序の混乱に基づいて生じた事故（注）
（注）ケガの直接の原因となった事故をいいます。

７．手術保険金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者がこうむった身体障害の治
療を直接の目的として手術を受けた場合に、手術保険
金を支払うことを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

手術 治療を直接の目的として、メス等の器具を用
いて患部・必要部位に切除・摘出等の処置を
施すことをいいます。

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

治療 医師による治療をいいます。ただし、補償対
象者が医師である場合は、補償対象者以外の
医師による治療をいいます。

保険金 手術保険金をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者がこうむった
身体障害の治療を直接の目的として、保険期間中に病院等
において別表の手術を受けた場合は、この特約・普通保険
約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を、保険
金として補償対象者に支払います。

入院保険金日額 × 手術の種類に応じた
別表の倍率（注） ＝ 保険金の額

（注�）同時に２以上の手術を受けた場合は、そのうちもっ
とも高い倍率とします。

（２�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額
と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件により
算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払い
ます。

第３条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「治療」・
「保険金」の意味

（適用しません。）

②　第３条（保険金を支払わない場合）（３）

（３�）アメリカンホーム保険会社は、美容上の処置のみ
を目的とするこの特約第２条（保険金を支払う場合）
の手術に対しては保険金を支払いません。ただし、
これらの原因が身体障害による場合には、保険金を
支払います。

③　第６条（身体障害の取扱い）

（適用しません。）

④　第７条（保険責任の始め・終り）（３）

（３�）保険期間の開始時（注）以後でも、アメリカンホー
ム保険会社は、次の①〜③に対しては、保険金を支
払いません。

①�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中にこうむった身体障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中に行われたこの特約第２条（保険金を支払う場合）
の手術

③�　補償対象者がこの特約第２条の手術を受けた時
が、その手術を受けた時の無選択型医療総合保険契
約の保険期間の開始時（注）から、その無選択型医
療総合保険契約の一時払保険料・第１回保険料を領
収した時までの期間中であり、その身体障害によっ
てその無選択型医療総合保険契約の継続契約の保険
期間中に行われたこの特約第２条の手術
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする
場合には、変更がなされた部分について、保険契
約の条件の変更がなされた時とします。

⑤　第８条（保険期間と支払責任の関係）（１）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が保険
期間中にこの特約第２条（保険金を支払う場合）の
手術を受けた場合に限り、保険金を支払います。
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⑥　第８条（保険期間と支払責任の関係）（４）
（４�）（２）・（３）の規定にかかわらず、次の①・②の
どちらかにあてはまる場合は、アメリカンホーム保
険会社は、その手術を保険期間中の原因によるもの
とみなしてこの特約第２条（保険金を支払う場合）
の規定を適用します。
①�　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合
で、初度契約の保険期間の初日（注）からその日を
含めて２年を経過した日の翌日以後に手術が行われ
た場合。ただし、初度契約の保険期間の初日（注）
からその日を含めて２年以内に、そのケガまたはそ
のケガと医学上重要な関係があると補償対象者以外
の医師が判断したケガの治療を目的とした入院をし
ていた場合・手術を受けていた場合は、この①にあ
てはまらないものとします。
②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合
で、病気責任開始日からその日を含めて２年を経過
した日の翌日以後に手術が行われた場合。ただし、
病気責任開始日からその日を含めて２年以内に、そ
の病気またはその病気と医学上重要な関係があると
補償対象者以外の医師が判断した病気の治療を目的
とした入院をしていた場合・手術を受けていた場合
は、この②にあてはまらないものとします。
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする
場合には、変更がなされた部分について、その保
険契約が初度契約か継続契約かにかかわらず、保
険契約の条件の変更がなされた日とします。

⑦　第９条（保険料の払込み）（２）
（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合
において、この特約第２条（保険金を支払う場合）
の手術が行われた日の属する月の末日までに払込期
日が到来している未払込保険料があるときは、アメ
リカンホーム保険会社は、支払保険金からその金額
を差し引き、保険料の払込みに充当することができ
るものとします。

⑧　第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）（３）②
（３）②�　追加保険料の領収前に、この特約第２条（保

険金を支払う場合）の手術が行われた場合
⑨　第13条（告知義務）（４）
（４�）（２）の規定による解除がこの特約第２条（保険金
を支払う場合）の手術が行われた後になされた場合
であっても、普通保険約款第21条（保険契約解除の
効力）の規定にかかわらず、アメリカンホーム保険
会社は、保険金を支払いません。この場合において、
すでに保険金を支払っていたときは、アメリカンホー
ム保険会社は、その返還を請求することができます。

⑩　第19条（重大事由による解除）（３）
（３�）（１）・（２）の規定による解除がこの特約第２条（保
険金を支払う場合）の手術（注１）が行われた後に
なされた場合であっても、普通保険約款第21条（保
険契約解除の効力）の規定にかかわらず、（１）①
～⑤の事由または（２）①・②の事由が生じた時か
ら解除がなされた時までに行われたこの特約第２条
の手術（注１）に対しては、アメリカンホーム保険
会社は、保険金（注２）を支払いません。この場合
において、すでに保険金（注２）を支払っていたと
きは、アメリカンホーム保険会社は、その返還を請
求することができます。
（注１�）（２）の規定による解除がなされた場合には、

その補償対象者の手術をいいます。
（注２�）（２）②の規定による解除がなされた場合に

は、保険金を受け取るべき者のうち、（１）③
ア～オのいずれかにあてはまる者の受け取る
べき金額に限ります。

⑪　第23条（保険契約の復活）（４）

（４�）保険契約が復活した場合であっても、普通保険約
款第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契
約の解除）（２）の規定により解除された日から次
の①・②の日までの期間内にこうむった身体障害・
行われたこの特約第２条（保険金を支払う場合）の
手術に対しては、アメリカンホーム保険会社は、保
険金を支払いません。

①��　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日の前日

②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日からその
日を含めて90日を経過した日

⑫　第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場合）（５）

（５�）（４）の規定により、追加保険料を請求する場合
において、アメリカンホーム保険会社の請求に対し
て、保険契約者がその支払をしなかったときは、ア
メリカンホーム保険会社は、追加保険料領収前にこ
うむった身体障害・行われたこの特約第２条（保険
金を支払う場合）の手術に対しては、保険契約条件
の変更の承認の請求がなかったものとして、この保
険契約に適用される普通保険約款・特約に従い、保
険金を支払います。

⑬　第30条（入院を開始した場合の通知）（１）

（１�）補償対象者がこの特約第２条（保険金を支払う場
合）の手術を受けた場合は、保険契約者・補償対象者・
保険金を受け取るべき者は、その手術の日からその
日を含めて30日以内に、身体障害の内容・その程度
等についてアメリカンホーム保険会社に通知しなけ
ればなりません。この場合において、アメリカンホー
ム保険会社が書面による通知・説明を求めたときま
たは補償対象者の診断書の提出を求めたときは、こ
れに応じなければなりません。

⑭　第31条（保険金の請求）（１）・（２）

（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、この特約第２条（保
険金を支払う場合）の手術が終了した時から発生し、
これを行使することができるものとします。

（２）（適用しません。）

⑮　第31条（保険金の請求）（３）⑥

（３）⑥�　手術の内容を証明する補償対象者以外の医師
の診断書

⑯　第31条（保険金の請求）（７）

（７�）アメリカンホーム保険会社は、身体障害の内容・
手術の程度等に応じ、保険契約者・補償対象者・保
険金を受け取るべき者に対して、（３）の書類以外
の書類・証拠の提出またはアメリカンホーム保険会
社が行う調査への協力を求めることがあります。こ
の場合には、アメリカンホーム保険会社が求めた書
類・証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけれ
ばなりません。

第４条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。
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別表　第２条（保険金を支払う場合）（１）の手術
対象となる手術 倍率

§皮膚・乳房の手術
１．植皮術（25c㎡未満は除く。）
２．乳房切断術

20
20

§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３．骨移植術
４�．骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５．頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６．鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７�．上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものを除く。）
８．脊椎・骨盤観血手術
９．鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
10．四肢切断術（手指・足指を除く。）
11�．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
12�．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
13�．筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）

20
20
20
10
20
20
10
20
20
10
10

§呼吸器・胸部の手術
14．慢性副鼻腔炎根本手術
15．喉頭全摘除術
16�．気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
17．胸郭形成術
18．縦隔腫瘍摘出術

10
20
20
20
40

§循環器・脾の手術
19�．観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
20．静脈瘤根本手術
21�．大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
22．心膜切開・縫合術
23．直視下心臓内手術
24．体内用ペースメーカー埋込術
25．脾摘除術

20
10
40
20
40
20
20

§消化器の手術
26．耳下腺腫瘍摘出術
27．顎下腺腫瘍摘出術
28．食道離断術
29．胃切除術
30�．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
31．腹膜炎手術
32．肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
33．ヘルニア根本手術
34．虫垂切除術・盲腸縫縮術
35．直腸脱根本手術
36�．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
37�．痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）

20
10
40
40
20
20
20
10
10
20
20
10

§尿・性器の手術
38．腎移植手術（受容者に限る。）
39�．腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。）
40�．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
41�．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
42．陰茎切断術
43�．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
44．陰嚢水腫根本手術
45�．子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
46．子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
47．帝王切開娩出術
48．子宮外妊娠手術
49．子宮脱・膣脱手術
50�．その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。）
51．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
52．その他の卵管・卵巣手術

40
20
20
20
40
20
10
40
10
10
20
20
20
20
10
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用語 意味
支払対象期間 第２条（保険金を支払う場合）（１）①の入

院の終了日の翌日からその日を含めて保険証
券に書かれている支払限度日数を経過した日
までの期間をいいます。

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

通院 治療が必要な場合において、病院等に通い、
または往診により、治療を受けることをいい
ます。

保険金 通院療養保険金をいいます。

対象となる手術 倍率
§内分泌器の手術
53．下垂体腫瘍摘除術
54．甲状腺手術
55．副腎全摘除術

40
20
20

§神経の手術
56．頭蓋内観血手術
57�．神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。）
58．観血的脊髄腫瘍摘出手術
59．脊髄硬膜内外観血手術

40
20
40
20

§感覚器・視器の手術
60．眼瞼下垂症手術
61．涙小管形成術
62．涙嚢鼻腔吻合術
63．結膜嚢形成術
64．角膜移植術
65�．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
66．虹彩前後癒着剥離術
67．緑内障観血手術
68．白内障・水晶体観血手術
69．硝子体観血手術
70．網膜剥離症手術
71�．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日からその日を含めて60日間ごとに１回の給付を限度とする。）
72．眼球摘除術・組織充填術
73．眼窩腫瘍摘出術
74．眼筋移植術

10
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10

§感覚器・聴器の手術
75．観血的鼓膜・鼓室形成術
76．乳様洞削開術
77．中耳根本手術
78．内耳観血手術
79．聴神経腫瘍摘出術

20
10
20
20
40

§悪性新生物の手術
80．悪性新生物根治手術
81�．悪性新生物温熱療法（施術の開始日からその日を含めて60日間ごとに１回の給付を限度とする。）
82．その他の悪性新生物手術

40
10
20

§上記以外の手術
83．上記以外の開頭術
84．上記以外の開胸術
85．上記以外の開腹術
86�．衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日からその日を含めて60日間ごとに１回の給付を限度とする。）
87�．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。
施術の開始日からその日を含めて60日間ごとに１回の給付を限度とする。）

20
20
10
20
10

§新生物根治放射線照射
88�．新生物根治放射線照射（5,000ラド以上の照射で、施術の開始日からその日を含めて60日間ごとに１回の給付を
限度とする。）

10

８．通院療養保険金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者が所定の期間入院後、所定
の期間中に通院をした場合に、通院療養保険金を支払
うことを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
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継続契約の保険期間の初日以後の通院についての支払日数
は、継続契約の通算支払限度日数の計算に算入します。

第４条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味

（適用しません。）

②　第４条（入院保険金の支払）（８）

（適用しません。）

③　第６条（身体障害の取扱い）（１）

（１�）次の①〜⑤のいずれかにあてはまる場合は、後の
身体障害は前の身体障害と同じ身体障害とみなし、
この特約第２条（保険金を支払う場合）（１）・この
特約第３条（支払限度日数）（１）の規定を適用し
ます。

①　転入院した場合
②�　補償対象者がケガをこうむった場合において、そ
のケガの原因となった事故の発生の日からその日を
含めて180日以内に、その事故によりこうむった他
のケガを原因として入院したとき。

③�　補償対象者が病気をこうむった場合において、そ
の病気の治療のための入院を開始した時に他の病気
を併発していたとき。

④�　補償対象者が病気をこうむった場合において、そ
の病気の治療のための入院期間中に新たに他の病気
をこうむったとき。

⑤�　補償対象者が病気をこうむった場合において、そ
の病気の治療のための普通保険約款第４条（入院保
険金の支払）（１）の入院保険金が支払われるべき
入院が終了した後、他の病気の治療のために入院し、
かつ、それぞれの入院の直接の原因となった病気が
同じまたは医学上重要な関係があると補償対象者以
外の医師が認めたとき。

④　第７条（保険責任の始め・終り）（３）

（３�）保険期間の開始時（注）以後でも、アメリカンホー
ム保険会社は、次の①〜③に対しては、保険金を支
払いません。

①�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中にこうむった身体障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中に開始したこの特約第２条（保険金を支払う場合）
（１）の通院

③�　補償対象者が身体障害をこうむった時が、その身
体障害をこうむった時の無選択型医療総合保険契約
の保険期間の開始時（注）から、その無選択型医療
総合保険契約の一時払保険料・第１回保険料を領収
した時までの期間中であり、その身体障害によって
その無選択型医療総合保険契約の継続契約の保険期
間中に開始したこの特約第２条（１）の通院
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をする
場合には、変更がなされた部分について、保険契
約の条件の変更がなされた時とします。

⑤　第８条（保険期間と支払責任の関係）（１）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が保険
期間中にこの特約第２条（保険金を支払う場合）（１）
の通院を開始した場合に限り、保険金を支払います。

⑥　第８条（保険期間と支払責任の関係）（５）

（適用しません。）

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が身体障害を
こうむり、次の①・②のすべてを満たす場合は、この特約・
普通保険約款の規定に従い、支払対象期間における通院に
対し、保険金を補償対象者に支払います。ただし、平常の
業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に
身体障害がなおった時以後の通院に対しては、保険金を支
払いません。
①�　保険証券に書かれている入院日数以上の継続した入院と
なった場合で、かつ、普通保険約款第４条（入院保険金の
支払）の規定により入院保険金が支払われること。
②�　①の入院が終了した後、その身体障害の治療のために通
院したこと。

（２）（１）の保険金は、次の算式によって算出した額とします。

保険証券に
書かれている

通院療養保険金日額
× 支払対象期間に
おける通院の日数＝保険金の額

（３�）アメリカンホーム保険会社が支払う（１）・（２）の保険
金は、補償対象者のこうむった身体障害に応じて、それぞ
れ次の①・②の保険金とします。
①�　補償対象者がこうむった身体障害がケガである場合は、
ケガ通院療養保険金
②�　補償対象者がこうむった身体障害が病気である場合は、
病気通院療養保険金

（４�）補償対象者が通院しない場合においても、骨折等の身体
障害をこうむった部位を固定するために補償対象者以外の
医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業
務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じた
ときは、その日数に対し、保険金を支払います。

（５�）（１）・（２）・（４）の規定にかかわらず、普通保険約款
第４条（入院保険金の支払）の入院保険金が支払われるべ
き期間中の通院に対しては、保険金を支払いません。

（６�）（１）・（２）・（４）の規定にかかわらず、保険期間後に
開始した支払対象期間における通院に対しては、保険金を
支払いません。

（７�）補償対象者が保険金の支払を受けられる期間中にさらに
保険金の支払を受けられる他の身体障害をこうむった場合
においても、アメリカンホーム保険会社は、重複しては保
険金を支払いません。

（８�）補償対象者が転入院した場合は、継続した１回の入院と
みなします。

（９�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額
と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件により
算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払い
ます。

第３条（支払限度日数）
（１�）第２条（保険金を支払う場合）の保険金を支払う日数は、
ケガ通院療養保険金・病気通院療養保険金それぞれについ
て次の①・②の日数を限度とします。
①�　継続した１回の入院のその通院の支払限度については、
保険証券に書かれている支払限度日数
②�　この保険契約の保険期間中の通院の支払限度について
は、保険証券に書かれている通算支払限度日数

（２�）この特約が付帯された普通保険約款に補償対象者の範囲
を定める他の特約が付帯されている場合には、（１）の規
定はその特約に定める補償対象者ごとに適用します。

（３�）第２条（保険金を支払う場合）（１）の保険金が、（１）
②の通算支払限度日数に達したことのみをもって支払われ
ない場合において、その通院中にこの保険契約が継続され
新たに通算支払限度日数が適用されることとなったとき
は、アメリカンホーム保険会社は、継続契約の保険期間の
初日以後の通院について保険金を支払います。

（４�）（３）の規定により保険金が支払われる場合において、
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⑦　第９条（保険料の払込み）（２）

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合
において、この特約第２条（保険金を支払う場合）
（１）の通院を開始した日の属する月の末日までに
払込期日が到来している未払込保険料があるとき
は、アメリカンホーム保険会社は、支払保険金から
その金額を差し引き、保険料の払込みに充当するこ
とができるものとします。

⑧　第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）（３）②

（３）②�　追加保険料の領収前に、この特約第２条（保
険金を支払う場合）（１）の通院を開始した場
合

⑨　第13条（告知義務）（４）

（４�）（２）の規定による解除がこの特約第２条（保険
金を支払う場合）（１）の通院を開始した後になさ
れた場合であっても、普通保険約款第21条（保険契
約解除の効力）の規定にかかわらず、アメリカンホー
ム保険会社は、保険金を支払いません。この場合に
おいて、すでに保険金を支払っていたときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その返還を請求すること
ができます。

⑩　第19条（重大事由による解除）（３）

（３�）（１）・（２）の規定による解除がこの特約第２条（保
険金を支払う場合）（１）の通院（注１）を開始し
た後になされた場合であっても、普通保険約款第21
条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、（１）
①～⑤の事由または（２）①・②の事由が生じた時
から解除がなされた時までに開始した通院（注１）
に対してはアメリカンホーム保険会社は、保険金（注
２）を支払いません。この場合において、すでに保
険金（注２）を支払っていたときは、アメリカンホー
ム保険会社は、その返還を請求することができます。
（注１�）（２）の規定による解除がなされた場合には、

その補償対象者の通院をいいます。
（注２�）（２）②の規定による解除がなされた場合に

は、保険金を受け取るべき者のうち、（１）③
ア～オのいずれかにあてはまる者の受け取る
べき金額に限ります。

⑪　第23条（保険契約の復活）（４）

（４�）保険契約が復活した場合であっても、普通保険約
款第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契
約の解除）（２）の規定により解除された日から次
の①・②の日までの期間内にこうむった身体障害・
開始したこの特約第２条（保険金を支払う場合）（１）
の通院に対しては、アメリカンホーム保険会社は、
保険金を支払いません。
①�　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日の前日
②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日からその
日を含めて90日を経過した日

⑫　第30条（入院を開始した場合の通知）（１）

（１�）補償対象者がこの特約第２条（保険金を支払う場
合）（１）の通院を開始した場合は、保険契約者・
補償対象者・保険金を受け取るべき者は、補償対象
者が通院を開始した日からその日を含めて30日以内
に、身体障害の内容・その程度等についてアメリカ
ンホーム保険会社に通知しなければなりません。こ
の場合において、アメリカンホーム保険会社が書面
による通知・説明を求めたときまたは補償対象者の
診断書（注）・死体検案書の提出を求めたときは、
これに応じなければなりません。
（注）柔道整復師の施術証明書を含みます。

⑬　第31条（保険金の請求）（１）・（２）

（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、補償対象者が平常の
業務に従事すること・平常の生活に支障がない程度
に身体障害がなおった時、この特約第２条（保険金
を支払う場合）（１）の通院について支払対象期間
が終了した時またはこの特約第３条（支払限度日数）
（１）①・②の支払限度日数が経過した時のうちい
ずれか早い時から発生し、これを行使することがで
きるものとします。

（２�）この特約第２条（保険金を支払う場合）（１）の
通院が１か月以上継続する場合には、補償対象者・
保険金を受け取るべき者は、アメリカンホーム保
険会社に対し保険金の内払を請求することができま
す。

⑭　第31条（保険金の請求）（７）

（７�）アメリカンホーム保険会社は、身体障害の内容・
その程度等に応じ、保険契約者・補償対象者・保険
金を受け取るべき者に対して、（３）の書類以外の
書類・証拠の提出またはアメリカンホーム保険会社
が行う調査への協力を求めることがあります。この
場合には、アメリカンホーム保険会社が求めた書類・
証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければな
りません。

第５条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

９．葬祭費用補償特約

この特約の趣旨
　この特約は、保険契約者・補償対象者の親族が負担
した補償対象者の葬祭費用に対し、葬祭費用保険金を
支払うことを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

競技等 乗用具による競技・競争・興行（注１）・試
運転（注２）をいいます。
（注１）�いずれもそのための練習を含みます。
（注２�）性能試験を目的とする運転・操縦を

いいます。



－ 30－ － 31－

用語 意味
葬祭費用 通夜・葬儀にかかる費用（注１）をいい、墓

地購入費用、墓石・石塔購入費用、仏壇に関
する費用、永代経料、年忌供養費、香典返し
等（注２）は含みません。
（注１�）同等の儀式における同等の費用を含

みます。
（注２�）宗教等の違いで項目名と一致しない

費用についても、主旨がこれらと同等
ならば同様に扱います。

ケガ 補償対象者が日本国内・国外において急激で
偶然な外来の事故によってこうむったケガを
いい、このケガには体の外部から有毒ガス・
有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取
した場合に急激に生ずる中毒症状を含みま
す。ただし、細菌性食中毒・ウイルス性食中
毒は病気とします。

支払責任額 それぞれの保険契約について他の保険契約等
がないものとして算出した支払うべき保険金
の額をいいます。

乗用具 自動車等・モーターボート（注）・ゴーカート・
スノーモービル・その他これらに類するもの
をいいます。
（注）水上オートバイを含みます。

病気 補償対象者がこうむったケガ以外の身体の障
害をいいます。

保険期間 保険証券に書かれているこの特約が付帯され
た保険契約の保険期間（注）をいいます。
（注�）保険証券に保険期間が書かれていない
場合は、この保険契約の保険期間をいい
ます。

保険金 葬祭費用保険金をいいます。
保険年度 初年度については、保険期間の初日から１年

間、次年度以後については、それぞれの保険
期間の初日応当日から１年間をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約における補償対
象者が次の①～③のいずれかにあてはまったことにより、
葬儀等を行った場合には、保険契約者・補償対象者の親族
が負担した葬祭費用に対して、この特約・普通保険約款に
従い、補償対象者が死亡した時における保険金額を限度と
してその費用の負担者に保険金を支払います。
①�　保険期間中にケガをこうむり、その直接の結果として事
故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を
経過した後に死亡した場合は、②の死亡とみなします。
②�　保険期間中に病気を発病し、その直接の結果として保険
期間中または発病の日からその日を含めて180日以内に死
亡した場合
③�　この保険契約が継続契約である場合において、この保険
契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時
以後に病気を発病し、その直接の結果としてこの保険契約
の保険期間中に死亡した場合

（２�）（１）②・③の規定にかかわらず、補償対象者が保険期
間の初日（注１）からその日を含めて２年を経過した日（注
２）以後に病気により死亡した場合は、保険期間の初日以
後にその病気を発病したものとみなし、（１）②・③の規
定を適用します。
（注１�）この保険契約が継続契約である場合は、この保険

契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の
初日をいいます。

（注２�）第３保険年度における保険期間の初日応当日をい
います。

第３条（保険金を支払う場合の特則）
　補償対象者が保険期間の初日（注１）からその日を含めて
２年を経過した日（注２）の前日までの間に病気により死亡
したことにより、葬儀等を行った場合には、アメリカンホー
ム保険会社は、第２条（保険金を支払う場合）（１）の規定
にかかわらず、保険契約者・補償対象者の親族が負担した葬
祭費用に対して、この特約・普通保険約款の規定に従い、別
表１の保険金額を限度としてその費用の負担者に保険金を支
払います。
（注１�）この保険契約が継続契約である場合は、この保険契

約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の初日
をいいます。

（注２�）第３保険年度における保険期間の初日応当日をいい
ます。

第４条（保険金を支払わない場合−その１）
　アメリカンホーム保険会社は、次の①〜⑨のいずれかにあ
てはまる事由によって生じた第２条（保険金を支払う場合）
の葬祭費用に対しては、保険金を支払いません。
①�　保険契約者（注１）または補償対象者のわざとまたはこ
れに準じた重大な不注意

②�　保険金を受け取るべき者（注２）のわざとまたはこれに
準じた重大な不注意。ただし、その者が保険金の一部の受
取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受
け取るべき金額に限ります。

③　補償対象者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為
④　補償対象者が次のア〜ウにあてはまる間に生じた事故
ア�．法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動
車等を運転している間

イ．酒に酔った状態（注４）で自動車等を運転している間
ウ�．麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等
を運転している間

⑤　補償対象者に対する刑の執行
⑥�　戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反
乱・その他これらに類似の事変・暴動（注５）

⑦�　核燃料物質（注６）・核燃料物質（注６）によって汚染
された物（注７）の放射性・爆発性・その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故

⑧�　⑥・⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらにとも
なう秩序の混乱に基づいて生じた事故

⑨　⑦以外の放射線照射・放射能汚染
（注１�）保険契約者が法人である場合は、その理事・取締役・

法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注２�）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、そ

の理事・取締役・法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。

（注３）運転する地における法令によるものをいいます。
（注４�）アルコールの影響により正常な運転ができないお

それがある状態をいいます。
（注５�）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国

または一部の地区において著しく平穏が害され、治
安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

（注６）使用済燃料を含みます。
（注７）原子核分裂生成物を含みます。

第５条（保険金を支払わない場合—その２）
　補償対象者が次の①・②のどちらかにあてはまる間に生じ
た事故によってこうむったケガに対しては、アメリカンホー
ム保険会社は、保険金を支払いません。
①　補償対象者が別表２の運動等を行っている間
②　補償対象者が次のア〜ウのいずれかにあてはまる間
ア�．乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ
にあてはまる場合を除き、自動車等を用いて道路上で競
技等をしている間については、保険金を支払います。

イ�．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所に
おいて、競技等に準じる方法・態様により乗用具を使用
している間。ただし、下記ウにあてはまる場合を除き、
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道路上で競技等に準じる方法・態様により自動車等を使
用している間については、保険金を支払います。
ウ�．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路
を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている
間または競技等に準じる方法・態様により自動車等を使
用している間

第６条（死亡の推定）
　補償対象者が搭乗している航空機・船舶が行方不明となっ
た場合または遭難した場合において、その航空機・船舶が行
方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日
を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航
空機・船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償
対象者がケガによって死亡したものと推定します。

第７条（死亡の通知）
（１�）補償対象者が死亡した場合は、保険契約者・保険金を受
け取るべき者は、その死亡した日からその日を含めて30日
以内にその死亡の状況をアメリカンホーム保険会社に通知
しなければなりません。この場合において、アメリカンホー
ム保険会社が書面による通知・説明を求めたときまたは補
償対象者の死体検案書の提出を求めたときは、これに応じ
なければなりません。

（２�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が正当な理由がな
く（１）の規定に違反した場合、またはその通知・説明に
ついて知っている本当のことを告げなかった場合もしくは
本当でないことを告げた場合は、アメリカンホーム保険会
社は、それによってアメリカンホーム保険会社がこうむっ
た損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第８条（保険金の請求）
（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険会社に
対する保険金請求権は、保険契約者・補償対象者の親族が
費用を負担した時に発生し、これを行使することができる
ものとします。

（２�）保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
は、次の①〜⑩の書類のうちアメリカンホーム保険会社が
求めるものを提出しなければなりません。
①　保険金請求書
②　保険証券
③　アメリカンホーム保険会社の定める身体障害状況報告書
④�　保険期間中に病気を発病したことを証明する補償対象者
以外の医師の診断書
⑤　公の機関（注）の事故証明書
⑥　死亡診断書・死体検案書のどちらか
⑦　補償対象者の戸籍謄本
⑧�　葬祭費用の支出を証明する書類および補償対象者の親族
が葬祭費用を支出した場合には補償対象者の親族に該当す
ることを証明する書類
⑨�　保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請
求の委任を証する書類・委任を受けた者の印鑑証明書
⑩�　その他アメリカンホーム保険会社が第９条（保険金の支
払時期）（１）の必要な確認を行うために欠くことのでき
ない書類または証拠として保険契約締結の際にアメリカン
ホーム保険会社が交付する書面等において定めたもの
（注）やむを得ない場合には、第三者をいいます。

（３�）（２）の場合において、保険契約者・保険金を受け取る
べき者は、他の保険契約等に関する事実の有無・その内容
（注）の確認について、書面をもって事実を告げなければ
なりません。
（注�）すでに他の保険契約等から保険金の支払を受けた場
合には、そのことを含みます。

（４�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が正当な理由がな
く（３）の規定に違反した場合は、アメリカンホーム保険
会社は、これによってアメリカンホーム保険会社がこう
むった損害の額を差し引いて保険金を支払います。

（５�）アメリカンホーム保険会社は、損害の程度等に応じ、保
険契約者・保険金を受け取るべき者に対して、（２）の書

類以外の書類・証拠の提出またはアメリカンホーム保険会
社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合
には、アメリカンホーム保険会社が求めた書類・証拠を速
やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（６�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が、正当な理由が
なく（５）の規定に違反した場合、（２）・（３）・（５）の
書類に知っている本当のことを書かなかった場合もしくは
本当でないことを書いた場合、もしくはその書類・証拠を
偽造・変造した場合は、アメリカンホーム保険会社は、そ
れによってアメリカンホーム保険会社がこうむった損害の
額を差し引いて保険金を支払います。

第９条（保険金の支払時期）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、請求完了日（注）からそ
の日を含めて30日以内に、アメリカンホーム保険会社が保
険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金
を支払います。

①�　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項とし
て、事故発生・病気の発病の原因、事故発生・病気の発病
の状況、費用発生の有無および補償対象者にあてはまる事
実

②�　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項と
して、保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお
いて定める事由にあてはまる事実の有無

③�　保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用
の額、事故・病気の発病と費用との関係

④�　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この
保険契約において定める解除・無効・失効・取消しの事由
にあてはまる事実の有無

⑤�　①〜④のほか、他の保険契約等の有無・内容、損害につ
いて補償対象者が有する損害賠償請求権その他の債権およ
びすでに取得したものの有無・内容等、アメリカンホーム
保険会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が
必要な事項
（注�）保険金を受け取るべき者が第８条（保険金の請求）（２）
の規定による手続を完了した日をいいます。

（２�）（１）の確認をするため、次の特別な照会または調査が
不可欠な場合には、（１）の規定にかかわらず、アメリカ
ンホーム保険会社は、請求完了日（注１）からその日を含
めて次の日数（注２）を経過する日までに、保険金を支払
います。この場合において、アメリカンホーム保険会社は、
確認が必要な事項・その確認を終えるべき時期を保険金を
受け取るべき者に対して通知するものとします。

①�　（１）①〜⑤の事項を確認するための、警察・検察・消
防・その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注３）
　180日

②�　（１）①〜⑤の事項を確認するための、医療機関・検査
機関・その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会
　90日

③�　（１）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度
を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定
に係る専門機関による審査等の結果の照会　120日

④�　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害
の被災地域における（１）①〜⑤の事項の確認のための調
査　60日

⑤�　（１）①〜⑤の事項の確認を日本国内において行うため
の代替的な手段がない場合の日本国外における調査　180
日
（注１�）保険金を受け取るべき者が第８条（保険金の請求）

（２）の規定による手続を完了した日をいいます。
（注２�）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をい

います。
（注３�）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会そ

の他法令に基づく照会を含みます。
（３�）（１）・（２）の必要な事項の確認に際し、保険契約者・
保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨
げ、またはこれに応じなかった場合（注）には、これによ
り確認が遅延した期間については、（１）・（２）の期間に
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算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

（４�）（１）・（２）の規定による保険金の支払は、保険契約者・
保険金を受け取るべき者とアメリカンホーム保険会社があ
らかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日
本国通貨をもって行うものとします。

第10条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
　第２条（保険金を支払う場合）の費用に対して保険金を支
払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の
合計額が第２条の費用の額を超えるときは、アメリカンホー
ム保険会社は、次の①・②の額を保険金として支払います。
①　他の保険契約等から保険金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②　他の保険契約等から保険金が支払われた場合
第２条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保
険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の
支払責任額を限度とします。

第11条（時効）
　保険金請求権は、第８条（保険金の請求）（１）に定める
時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって
消滅します。

第12条（代位）
（１�）第２条（保険金を支払う場合）の費用が生じたことによ
り保険契約者・補償対象者の親族が損害賠償請求権その他
の債権を取得した場合において、アメリカンホーム保険会
社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権
はアメリカンホーム保険会社に移転します。ただし、移転
するのは、次の①・②の額を限度とします。
①�　アメリカンホーム保険会社が費用の全額を保険金として
支払った場合
保険契約者・補償対象者の親族が取得した債権の全額
②　①以外の場合
保険契約者・補償対象者の親族が取得した債権の額から、
保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額

（２�）（１）②の場合において、アメリカンホーム保険会社に
移転せずに保険契約者・補償対象者の親族が引き続き有す
る債権は、アメリカンホーム保険会社に移転した債権より
も優先して弁済されるものとします。

（３�）保険契約者・保険金を受け取るべき者は、アメリカンホー
ム保険会社が取得する（１）・（２）の債権の保全・行使お
よびそのためにアメリカンホーム保険会社が必要とする証
拠・書類の入手に協力しなければなりません。このために
必要な費用は、アメリカンホーム保険会社の負担とします。

（４�）保険契約者・保険金を受け取るべき者が、正当な理由な
く（３）の規定に違反した場合は、アメリカンホーム保険
会社は、それによってアメリカンホーム保険会社がこう
むった損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第13条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「ケガ」・
「病気」・「保険期間」・「保険金」の意味

（適用しません。）

②　第３条（保険金を支払わない場合）

（適用しません。）

③　第７条（保険責任の始め・終り）（３）

（３�）保険期間の開始時（注）以後でも、アメリカンホ
ーム保険会社は、次の①〜③に対しては、保険金を
支払いません。

①�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中にこうむった身体障害により発生したこの特約第
２条（保険金を支払う場合）の葬祭費用

②�　この保険契約の保険期間の開始時（注）から、一
時払保険料・第１回保険料を領収した時までの期間
中に発生したこの特約第２条の費用

③�　補償対象者が身体障害をこうむった時が、その身
体障害をこうむった時の無選択型医療総合保険契約
の保険期間の開始時（注）から、その無選択型医療
総合保険契約の一時払保険料・第１回保険料を領収
した時までの期間中であり、その身体障害によって
その無選択型医療総合保険契約の継続契約の保険期
間中に発生したこの特約第２条の費用
（注�）保険期間の中途で保険契約の条件の変更をす
る場合には、変更がなされた部分について、保
険契約の条件の変更がなされた時とします。

④　第８条（保険期間と支払責任の関係）

（適用しません。）

⑤　第９条（保険料の払込み）（２）

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合
において、この特約第２条（保険金を支払う場合）
の葬祭費用が発生した日の属する月の末日までに払
込期日が到来している未払込保険料があるときは、
アメリカンホーム保険会社は、支払保険金からその
金額を差し引き、保険料の払込みに充当することが
できるものとします。

⑥　第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）（３）②

（３）②�　追加保険料の領収前に、この特約第２条（保
険金を支払う場合）の費用が発生した場合

⑦　第13条（告知義務）（４）

（４�）（２）の規定による解除がこの特約第２条（保険
金を支払う場合）の費用が発生した後になされた場
合であっても、普通保険約款第21条（保険契約解除
の効力）の規定にかかわらず、アメリカンホーム保
険会社は、保険金を支払いません。この場合におい
て、すでに保険金を支払っていたときは、アメリカ
ンホーム保険会社は、その返還を請求することがで
きます。

⑧　第23条（保険契約の復活）（４）

（４�）保険契約が復活した場合であっても、普通保険約
款第22条（第２回以後の保険料の払込猶予・保険契
約の解除）（２）の規定により解除された日から次
の①・②の日までの期間内に発生したこの特約第２
条（保険金を支払う場合）の費用に対しては、アメ
リカンホーム保険会社は、保険金を支払いません。

①�　補償対象者のこうむった身体障害がケガの場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日の前日

②�　補償対象者のこうむった身体障害が病気の場合
は、（２）の保険契約の復活を承認した日からその
日を含めて90日を経過した日

⑨　第30条（入院を開始した場合の通知）

（適用しません。）

⑩　第31条（保険金の請求）

（適用しません。）
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⑪　第32条（保険金の支払時期）

（適用しません。）

⑫�　第33条（アメリカンホーム保険会社の指定する医師が作
成した診断書等の要求）（１）

（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約第７条（死
亡の通知）の規定による通知・この特約第８条（保
険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、身
体障害の程度の認定・その他保険金の支払にあたり
必要な限度において、保険契約者・補償対象者・保
険金を受け取るべき者に対しアメリカンホーム保
険会社の指定する医師が作成した補償対象者の診断
書・死体検案書の提出を求めることができます。ま
た、補償対象者の身体障害の症状・治療内容等につ
いて、アメリカンホーム保険会社は、その診断を行っ
た医師・病院等に対して直接確認を行い説明を求め
ることができます。

⑬　第34条（時効）

（適用しません。）

⑭　第35条（代位）

（適用しません。）

第14条（重大事由解除に関する特則）
　アメリカンホーム保険会社は、普通保険約款第19条（重大
事由による解除）（２）・（３）の規定を次のとおり読み替え、
（４）の規定を追加してこの特約に適用します。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、次のいずれかにあて
はまる事由がある場合には、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約（注）を解除する
ことができます。
①�　補償対象者が、（１）③ア～ウ・オのいずれかに
あてはまること。
②�　保険金を受け取るべき者が、（１）③ア～ウ・オ
のいずれかにあてはまること。
　（注�）①の事由がある場合には、その補償対象者に

かかる部分に限り、②の事由がある場合には、
その保険金を受け取るべき者にかかる部分に限
ります。

（３�）（１）・（２）の規定による解除がこの特約第２条（保
険金を支払う場合）の費用が発生した後になされた場
合であっても、第21条（保険契約解除の効力）の規定
にかかわらず、（１）①～⑤の事由または（２）①・
②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生
した費用に対しては、アメリカンホーム保険会社は、
保険金を支払いません。この場合において、すでに保
険金を支払っていたときは、アメリカンホーム保険会
社は、その返還を請求することができます。

（４�）保険契約者等（注）が（１）③ア～オのいずれかに
あてはまることにより（１）・（２）の規定による解除
がなされた場合には、（３）の規定は、（１）③ア～オ
のいずれにもあてはまらない保険契約者等（注）が負
担したこの特約第２条（保険金を支払う場合）の費用
については適用しません。
（注�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべ
き者をいいます。

第15条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

別表１　第３条（保険金を支払う場合の特則）の保険金額
　第３条（保険金を支払う場合の特則）にいう保険金額は、
保険料の払込方法に応じて次の算式により計算した金額とし
ます。
保険料の
払込方法 保険金額の算出方法

月払 （この特約の月払保険料）×（保険料の払込回数）
半年払 （この特約の半年払保険料）×（保険料の払込回数）
年払 （この特約の年払保険料）×（保険料の払込回数）
短期払
済払 月払・半年払・年払の計算方法を準用する。

一時払 この特約の一時払保険料と同額とする。
（注１�）上記の月払保険料・半年払保険料・年払保険料には、

普通保険約款・他の特約の保険料は含みません。
（注２�）「保険料の払込回数」とは、保険契約締結時・こ

の特約にかかる保険契約の条件の変更日から補償対
象者の死亡した日の前日までの間に到来した保険料
払込期日の数とします。

（注３�）保険料払込方法の変更が行われた場合は、保険契
約の締結時・保険契約の条件の変更日から、補償対
象者の死亡時の保険料の払込方法であったものとし
ます。

別表２　�第５条（保険金を支払わない場合−その２）①の運
動等

　山岳登はん（注１）・リュージュ・ボブスレー・スケルトン・
航空機（注２）操縦（注３）・スカイダイビング・ハンググ
ライダー搭乗・超軽量動力機（注４）搭乗・ジャイロプレー
ン搭乗・その他これらに類する危険な運動
（注１�）ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用

具を使用するもの、ロッククライミング（フリークラ
イミングを含みます。）

（注２）グライダー・飛行船を除きます。
（注３）職務として操縦する場合を除きます。
（注４�）モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウ

ルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力
機（パラプレーン等をいいます。）を除きます。

１０．入院一時金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者が身体障害をこうむり、そ
の治療のために入院した場合に、入院一時金を支払う
ことを内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

保険金 入院一時金をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が身体障害を
こうむったことを直接の原因として、普通保険約款第４条
（入院保険金の支払）の入院保険金が支払われるべき入院
を開始した場合には、この特約・普通保険約款の規定に従
い、保険証券に書かれている入院一時金額を保険金として
補償対象者に支払います。
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（２�）（１）に規定する保険金は、同じ身体障害に対し、保険
期間（注）を通じ、１回の支払に限ります。
（注�）この保険契約が継続契約である場合には、この保険
契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みま
す。

（３�）補償対象者が同時に２以上の身体障害をこうむった場合
には、それらをあわせた状態に対して（１）・（２）の規定
を適用します。ただし、普通保険約款第５条（身体障害の
程度の決定）の規定にあてはまる場合はこの（３）は適用
しません。

（４�）すでに身体障害をこうむっている補償対象者が新たに身
体障害をこうむった場合も、（３）と同様とします。

（５�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された入院一時金
の額と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件に
より算出された入院一時金の額のうち、いずれか低い金額
を支払います。

第３条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味

（適用しません。）

②　第31条（保険金の請求）（１）・（２）

（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、補償対象者が普通保
険約款第４条（入院保険金の支払）（１）の入院を
開始した時から発生し、これを行使することができ
るものとします。

（２）（適用しません。）

第４条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

１１．退院療養一時金支払特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者が身体障害をこうむり、所
定の期間入院し、生存して退院した場合に、退院療養
一時金を支払うことを主な内容としています。
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

身体障害 普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）
の身体障害をいいます。

退院 治療が必要な場合において、自宅等での治療
が困難なため、病院等に入り、常に医師の管
理下において治療に専念している状態がやん
だあと、病院等を出ることをいいます。

保険金 退院療養一時金をいいます。

第２条（保険金を支払う場合）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が身体障害を
こうむり、次の①・②の条件をすべて満たす場合には、こ
の特約・普通保険約款の規定に従い、保険証券に書かれて
いる退院療養一時金額を保険金として補償対象者に支払い
ます。ただし、継続した１回の入院につき、保険期間（注）

を通じ、１回の支払に限ります。
①�　保険証券に書かれている入院日数以上継続して入院した
場合で、かつ、普通保険約款第４条（入院保険金の支払）
の規定により入院保険金が支払われること

②　保険期間中に生存している状態で退院していること
（注�）この保険契約が継続契約である場合には、この保険
契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みま
す。

（２�）補償対象者が同時に２以上の身体障害をこうむった場合
には、それらをあわせた状態に対して（１）の規定を適用
します。ただし、普通保険約款第５条（身体障害の程度の
決定）の規定にあてはまる場合は、この（２）は適用しま
せん。

（３�）すでに身体障害をこうむっている補償対象者が新たに身
体障害をこうむった場合も、（２）と同様とします。

（４�）同じ身体障害による入院については、補償対象者が転入
院した場合であっても継続した１回の入院とみなします。
ただし、その転入院が保険期間（注）中に開始した場合に
限ります。
（注�）この保険契約が継続契約である場合には、この保険
契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みま
す。

（５�）この保険契約が継続契約である場合において、補償対象
者が身体障害をこうむった時が、この保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、アメリカンホーム保険会社
は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額
と、身体障害をこうむった時の保険契約の支払条件により
算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払い
ます。

第３条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味
（適用しません。）

②　第４条（入院保険金の支払）（８）
（適用しません。）

③　第31条（保険金の請求）（１）・（２）
（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険
会社に対する保険金請求権は、この特約第２条（保
険金を支払う場合）（１）の退院をした時から発生し、
これを行使することができるものとします。

（２）（適用しません。）

第４条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

12．個人賠償責任補償特約

この特約の趣旨
　この特約は、補償対象者が他人の身体の障害・財物
の破損について、法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによってこうむった損害に対して、賠償責任保険金
を支払うことを主な目的としています。

第１章　用語の定義条項

第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
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用語 意味
財物の破損 財物の滅失・汚損・損傷をいいます。
支払責任額 それぞれの保険契約について他の保険契約等

がないものとして算出した支払うべき保険金
の額をいいます。

住宅 本人が居住するための住宅（注）をいいます。
（注�）敷地内の動産・不動産・一時的に居住
する補償対象者所有の住宅（いわゆる別
荘）を含みます。

身体の障害 ケガ・病気・後遺障害・死亡をいいます。
保険金 賠償責任保険金をいいます。
本人 保険証券に書かれている補償対象者をいいま

す。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 お支払いする保険金の計算にあたって損害の

額から差し引く金額をいいます。免責金額は
補償対象者の自己負担となります。

第２章　補償条項

第２条（保険金を支払う場合）
　アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が、次の①・②
のどちらかにあてはまる偶然な事故（注１）により、他人の
身体の障害・他人の財物の破損について、法律上の損害賠償
責任を負担することによってこうむった損害に対して、この
特約・普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
①　住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故
②　補償対象者の日常生活（注２）に起因する偶然な事故
（注１）この後「事故」と省略します。
（注２）住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。

第３条（支払保険金の範囲）
　アメリカンホーム保険会社が支払う保険金の範囲は、次の
①〜⑤のいずれかにあてはまるものに限ります。
①　補償対象者が被害者に支払うべき損害賠償金
②�　第２条（保険金を支払う場合）の事故が発生した場合に
おいて、補償対象者が第９条（事故の発生）（１）②に規
定する第三者に対する求償権の保全・行使・その他損害を
防止・軽減するために要した必要・有益な費用
③�　②の損害を防止・軽減するために必要・有益と認められ
る手段を講じた後において、補償対象者に損害賠償責任が
ないと判明した場合、補償対象者が被害者のために支出し
た応急手当・護送・その他緊急措置に要した費用・支出に
ついてあらかじめアメリカンホーム保険会社の書面による
同意を得た費用
④�　補償対象者がアメリカンホーム保険会社の書面による同
意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・
調停に要した費用
⑤�　第10条（アメリカンホーム保険会社による解決）（１）
に規定するアメリカンホーム保険会社による損害賠償請求
の解決に協力するために補償対象者が支出した費用

第４条（保険金を支払わない場合−その１）
　アメリカンホーム保険会社は、次の①〜④のいずれかにあ
てはまる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払
いません。
①　保険契約者（注１）または補償対象者の故意
②�　戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反
乱・その他これらに類似の事変・暴動（注２）
③　地震・噴火・これらによる津波
④�　核燃料物質（注３）・核燃料物質（注３）によって汚染
された物（注４）の放射性・爆発性・その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故
（注１�）保険契約者が法人である場合は、その理事・取締役・

法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

（注２�）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国
または一部の地区において著しく平穏が害され、治
安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

（注３）使用済燃料を含みます。
（注４）原子核分裂生成物を含みます。

第５条（保険金を支払わない場合−その２）
　アメリカンホーム保険会社は、補償対象者が次の①〜⑨の
いずれかにあてはまる損害賠償責任を負担することによって
こうむった損害に対しては、保険金を支払いません。
①　補償対象者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②�　主に補償対象者の職務に用いられる動産・不動産（注１）
の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任

③　補償対象者と同居する親族に対する損害賠償責任
④�　補償対象者の使用人が補償対象者の事業・業務に従事中
にこうむった身体の障害に起因する損害賠償責任。ただ
し、補償対象者が家事使用人として使用する者である場合
には、保険金を支払います。

⑤�　補償対象者と第三者との間に損害賠償に関する約定があ
る場合において、その約定によって加重された損害賠償責
任

⑥�　補償対象者が所有・使用・管理する財物の破損について、
その財物について正当な権利を有する者に対して負担する
損害賠償責任

⑦　補償対象者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧�　補償対象者または補償対象者の指図による暴行・殴打に
起因する損害賠償責任

⑨�　航空機、船舶・車両（注２）、銃器（注３）の所有・使用・
管理に起因する損害賠償責任
（注１�）住宅の一部が主に補償対象者の職務のために用い

られる場合は、その部分を含みます。
（注２）原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
（注３）空気銃を除きます。

第６条（補償対象者の範囲）
（１�）この特約における補償対象者は、本人のほか、次の①〜
③のいずれかにあてはまる者をいいます。ただし、責任無
能力者は含まないものとします。

①　本人の配偶者
②　本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③　本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

（２�）（１）の本人と本人以外の補償対象者との続柄は、損害
の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

第７条（保険金の支払額）
　アメリカンホーム保険会社が支払うべき保険金の額は、次
の①・②の金額の合計額とします。
①�　１回の事故につき、損害賠償金が保険証券に書かれてい
る免責金額を超える場合には、その超えた額。ただし、１
回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。

②�　第３条（支払保険金の範囲）②〜⑤の費用についてはそ
の全額。ただし、第３条④の費用は、１回の事故につき、
第３条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、次
の算式によって算出した額を支払います。

第３条④の
費用 ×

保険金額
＝
第３条④の費用に
対して支払う
保険金の額第３条①の

損害賠償金の額

第３章　基本条項

第８条（保険責任の始め・終り）
（１�）アメリカンホーム保険会社の保険責任は、保険期間の初
日の午後４時（注）に始まり、末日の午後４時に終わります。
（注�）保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場合は
その時刻をいいます。

（２）（１）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
（３�）保険期間が始まった後でも、アメリカンホーム保険会社
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は、一時払保険料・第１回保険料の領収前に生じた事故に
よる損害に対しては、保険金を支払いません。

第９条（事故の発生）
（１�）第２条（保険金を支払う場合）の事故により他人の身体
の障害・財物の破損が発生したことを知った場合は、保険
契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者は、次の①
〜④の事項を履行しなければなりません。
①�　事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名・年齢・職
業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある
場合はその住所・氏名を事故の発生の日からその日を含め
て30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、そ
の内容を、遅滞なく、アメリカンホーム保険会社に通知す
ること。この場合において、アメリカンホーム保険会社が
書面による通知を求めたときは、これに応じなければなり
ません。
②�　第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、
その権利の保全・行使について必要な手続をとり、その他
損害を防止・軽減するために必要ないっさいの手段を講ず
ること。
③�　損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合
は、あらかじめアメリカンホーム保険会社の承認を得るこ
と。ただし、応急手当・護送・その他の緊急措置をとるこ
とを妨げません。
④�　損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合・提起された
場合は、ただちに書面によりアメリカンホーム保険会社に
通知すること。

（２�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が正
当な理由がなく（１）①〜④に規定する義務に違反した場
合は、アメリカンホーム保険会社は、（１）①・④のとき
はそれによってアメリカンホーム保険会社がこうむった損
害の額を差し引いて保険金を支払います。また、（１）②
のときは防止・軽減することができたと認められる損害額
を、（１）③のときは損害賠償責任がないと認められる部
分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。

第10条（アメリカンホーム保険会社による解決）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、必要と認めた場合は、補
償対象者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請
求の解決に当たることができます。この場合において、補
償対象者は、アメリカンホーム保険会社の求めに応じ、そ
の遂行についてアメリカンホーム保険会社に協力しなけれ
ばなりません。

（２�）補償対象者が、正当な理由がなく（１）の規定による協
力に応じない場合は、それによってアメリカンホーム保険
会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

第11条（保険金の請求）
（１�）この特約にかかる保険金のアメリカンホーム保険会社に
対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。
①�　第３条（支払保険金の範囲）①の損害賠償金については、
損害賠償金の額が確定した時
②�　第３条②〜⑤の費用については、補償対象者が費用を負
担した時

（２�）補償対象者が保険金の支払を請求する場合は、次の①〜
⑦のいずれかの書類のうちアメリカンホーム保険会社が求
めるものを提出しなければなりません。
①　保険金請求書
②　保険証券
③　アメリカンホーム保険会社の定める事故状況報告書
④　示談書その他これに代わるべき書類
⑤　損害を証明する書類
⑥�　保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請
求の委任を証する書類・委任を受けた者の印鑑証明書
⑦�　その他アメリカンホーム保険会社が第12条（保険金の支
払時期）（１）に定める必要な確認を行うために欠くこと

のできない書類・証拠として保険契約締結の際にアメリカ
ンホーム保険会社が交付する書面等において定めたもの

（３�）（２）の場合において、保険契約者・補償対象者・保険
金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有
無・その内容（注）の確認について、書面をもって事実を
告げなければなりません。
（注�）すでに他の保険契約等から保険金の支払を受けた場
合には、そのことを含みます。

（４�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が正
当な理由がなく（３）の規定に違反した場合は、アメリカ
ンホーム保険会社は、これによってアメリカンホーム保険
会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

（５�）補償対象者に保険金を請求できない事情がある場合に
は、普通保険約款第36条（保険金請求代理人の指定・変更）
に規定する指定代理人がその事情を示す書類をもってその
ことをアメリカンホーム保険会社に申し出て、アメリカン
ホーム保険会社の承認を得たうえで、補償対象者の代理人
として保険金を請求することができます。

（６�）次の①〜③のすべてにあてはまる場合は、以下のア〜ウ
のいずれかの者が、その事情を示す書類をもってそのこと
をアメリカンホーム保険会社に申し出て、アメリカンホー
ム保険会社の承認を得たうえで、補償対象者の代理人とし
て保険金を請求することができます。

①　補償対象者に保険金を請求できない事情がある場合
②�　指定代理人がいない場合（注１）または指定代理人に保
険金を請求できない事情がある場合

③�　補償対象者の代理人がいない場合または補償対象者の代
理人に保険金を請求できない事情がある場合
ア． 補償対象者と同居・生計を共にする配偶者（注２）
イ． アに規定する者がいない場合・アに規定する者に

保険金を請求できない事情がある場合には、補償
対象者と同居・生計を共にする３親等内の親族

ウ． ア・イに規定する者がいない場合またはア・イに
規定する者に保険金を請求できない事情がある場
合には、ア以外の配偶者（注２）・イ以外の３親
等内の親族

（注１）指定していない場合を含みます。
（注２）法律上の配偶者に限ります。

（７�）（５）・（６）の規定による補償対象者の代理人からの保
険金の請求に対して、アメリカンホーム保険会社が保険金
を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、
アメリカンホーム保険会社は、保険金を支払いません。

（８�）アメリカンホーム保険会社は、損害の程度等に応じ、保
険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者に対して、
（２）の書類以外の書類・証拠の提出またはアメリカンホー
ム保険会社が行う調査への協力を求めることがあります。
この場合には、アメリカンホーム保険会社が求めた書類・
証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりませ
ん。

（９�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が、
正当な理由がなく（８）の規定に違反した場合、（２）・（３）・
（５）・（６）・（８）の書類に知っている本当のことを書か
なかった場合もしくは本当でないことを書いた場合、もし
くはその書類・証拠を偽造・変造した場合は、アメリカン
ホーム保険会社は、それによってアメリカンホーム保険会
社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

第12条（保険金の支払時期）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、請求完了日（注）からそ
の日を含めて30日以内に、アメリカンホーム保険会社が保
険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金
を支払います。

①�　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項とし
て、事故の原因・事故発生の状況・損害発生の有無・補償
対象者にあてはまる事実
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②�　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項と
して、保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお
いて定める事由にあてはまる事実の有無
③�　保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害
の額・事故と損害との関係
④�　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この
保険契約において定める解除・無効・失効・取消しの事由
にあてはまる事実の有無
⑤�　①〜④のほか、他の保険契約等の有無・内容、損害につ
いて補償対象者が有する損害賠償請求権その他の債権およ
びすでに取得したものの有無および内容等、アメリカン
ホーム保険会社が支払うべき保険金の額を確定するために
確認が必要な事項
（注�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が第11条（保
険金の請求）（２）・（５）・（６）の規定による手続を完
了した日をいいます。

（２�）（１）の確認をするため、次の特別な照会・調査が不可
欠な場合には、（１）の規定にかかわらず、アメリカンホー
ム保険会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて次
の日数（注２）を経過する日までに、保険金を支払います。
この場合において、アメリカンホーム保険会社は、確認が
必要な事項・その確認を終えるべき時期を補償対象者・保
険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①�　（１）①〜⑤の事項を確認するための、警察・検察・消防・
その他の公の機関による捜査・調査の照会（注３）　180日

②�　（１）①〜⑤の事項を確認するための、医療機関・検査
機関・その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会
　90日
③�　（１）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度
を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定
に係る専門機関による審査等の結果の照会　120日
④�　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害
の被災地域における（１）①〜⑤の事項の確認のための調
査　60日
⑤�　（１）①〜⑤の事項の確認を日本国内において行うため
の代替的な手段がない場合の日本国外における調査　180
日
（注１�）補償対象者・保険金を受け取るべき者が第11条（保

険金の請求）（２）・（５）・（６）の規定による手続を
完了した日をいいます。

（注２�）複数にあてはまる場合は、そのうち最長の日数を
いいます。

（注３�）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会そ
の他法令に基づく照会を含みます。

（３�）（１）・（２）の必要な事項の確認に際し、保険契約者・
補償対象者・保険金を受け取るべき者が正当な理由なくそ
の確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注）には、
これにより確認が遅延した期間については、（１）・（２）
の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

（４�）（１）・（２）の規定による保険金の支払は、保険契約者・
補償対象者・保険金を受け取るべき者とアメリカンホーム
保険会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内
において、日本国通貨をもって行うものとします。

第13条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
　第２条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金を支
払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の
合計額が第３条（支払保険金の範囲）の損害賠償金・費用の
額を超えるときは、アメリカンホーム保険会社は、次の①・
②の額を保険金として支払います。
①　他の保険契約等から保険金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②　他の保険契約等から保険金が支払われた場合
第３条の損害賠償金・費用の合計額（注）から、他の保険
契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
（注�）それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場合

には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額
とします。

第14条（時効）
　保険金請求権は、第11条（保険金の請求）（１）に定める
時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって
消滅します。

第15条（代位）
（１�）第２条（保険金を支払う場合）の損害が生じたことによ
り補償対象者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場
合において、アメリカンホーム保険会社がその損害に対し
て保険金を支払ったときは、その債権はアメリカンホーム
保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を
限度とします。

①�　アメリカンホーム保険会社が損害賠償金・費用の全額を
保険金として支払った場合
補償対象者が取得した債権の全額

②　①以外の場合
補償対象者が取得した債権の額から、保険金が支払われて
いない損害賠償金・費用の額を差し引いた額

（２�）（１）②の場合において、アメリカンホーム保険会社に
移転せずに補償対象者が引き続き有する債権は、アメリカ
ンホーム保険会社に移転した債権よりも優先して弁済され
るものとします。

（３�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者は、
アメリカンホーム保険会社が取得する（１）・（２）の債権
の保全・行使およびそのためにアメリカンホーム保険会社
が必要とする証拠・書類の入手に協力しなければなりませ
ん。このために必要な費用は、アメリカンホーム保険会社
の負担とします。

（４�）保険契約者・補償対象者・保険金を受け取るべき者が、
正当な理由なく（３）の規定に違反した場合は、アメリカ
ンホーム保険会社は、それによってアメリカンホーム保険
会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

第16条（先取特権）
（１�）第２条（保険金を支払う場合）に規定する事故にかかわ
る損害賠償請求権者は、補償対象者のアメリカンホーム保
険会社に対する保険金請求権（注）について先取特権を有
します。
（注�）第３条（支払保険金の範囲）の費用に対する保険金
請求権を除きます。

（２�）アメリカンホーム保険会社は、次の①〜④のいずれかに
あてはまる場合に、保険金の支払を行うものとします。

①�　補償対象者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償
をした後に、アメリカンホーム保険会社から補償対象者に
支払う場合（注１）

②�　補償対象者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償
をする前に、補償対象者の指図により、アメリカンホーム
保険会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

③�　補償対象者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償
をする前に、損害賠償請求権者が（１）の先取特権を行使
したことにより、アメリカンホーム保険会社から直接、損
害賠償請求権者に支払う場合

④�　補償対象者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償
をする前に、アメリカンホーム保険会社が補償対象者に保
険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことによ
り、アメリカンホーム保険会社から補償対象者に支払う場
合（注２）
（注１）補償対象者が賠償した金額を限度とします。
（注２）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

（３�）保険金請求権（注）は、損害賠償請求権者以外の第三者
に譲渡することはできません。また、保険金請求権（注）
を質権の目的とし、または（２）③の場合を除いて差し押
さえることはできません。ただし、（２）①・④の規定に
より補償対象者がアメリカンホーム保険会社に対して保険
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金の支払を請求することができる場合を除きます。
（注�）第３条（支払保険金の範囲）の費用に対する保険金
請求権を除きます。

第17条（損害賠償請求権者の権利と補償対象者の権利の調整）
　保険証券に書かれている保険金額が、第16条（先取特権）
（２）②・③の規定により損害賠償請求権者に対して支払わ
れる保険金と補償対象者が第３条（支払保険金の範囲）の規
定によりアメリカンホーム保険会社に対して請求することが
できる保険金の合計額に不足する場合は、アメリカンホーム
保険会社は、補償対象者に対する保険金の支払に先立って損
害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

第18条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「保険
金」の意味

（適用しません。）

②　第３条（保険金を支払わない場合）

（適用しません。）

③　第７条（保険責任の始め・終り）

（適用しません。）

④　第８条（保険期間と支払責任の関係）

（適用しません。）

⑤　第９条（保険料の払込み）（２）

（２�）アメリカンホーム保険会社が保険金を支払う場合
において、損害が生じた日の属する月の末日までに
払込期日が到来している未払込保険料があるとき
は、アメリカンホーム保険会社は、支払保険金から
その金額を差し引き、保険料の払込みに充当するこ
とができるものとします。

⑥　第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）（３）

（適用しません。）

⑦　第13条（告知義務）（３）③

（３）③�　保険契約者・補償対象者が、この特約第２条
（保険金を支払う場合）の事故が発生する前に、
告知事項につき、書面をもって訂正をアメリカ
ンホーム保険会社に申し出て、アメリカンホー
ム保険会社がこれを承認した場合。なお、アメ
リカンホーム保険会社が、訂正の申出を受けた
場合において、その訂正を申し出た事項が、保
険契約締結（注１）の際にアメリカンホーム保
険会社に告げられていたとしても、アメリカン
ホーム保険会社が保険契約を締結（注１）して
いたと認めるときに限り、これを承認するもの
とします。

⑧　第13条（告知義務）（４）

（４�）（２）の規定による解除が損害の生じた後になさ
れた場合であっても、普通保険約款第21条（保険契
約解除の効力）の規定にかかわらず、アメリカンホー
ム保険会社は、保険金を支払いません。この場合に
おいて、すでに保険金を支払っていたときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その返還を請求すること
ができます。

⑨　第19条（重大事由による解除）（１）①

（１）①�　保険契約者・補償対象者・保険金を受け取る
べき者が、アメリカンホーム保険会社にこの保
険契約に基づく保険金を支払わせることを目的
として損害を生じさせ、または生じさせようと
したこと。

⑩　第19条（重大事由による解除）（２）

（２�）アメリカンホーム保険会社は、次のいずれかにあ
てはまる事由がある場合には、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約（注）を解
除することができます。

①�　補償対象者が、（１）③ア～ウ・オのいずれかに
あてはまること。

②�　補償対象者に生じた損害に対して支払う保険金を
受け取るべき者が、（１）③ア～オのいずれかにあ
てはまること。
（注）その補償対象者にかかる部分に限ります。

⑪　第20条（補償対象者による保険契約の解除請求）

（適用しません。）

⑫　第23条（保険契約の復活）（４）

（４�）保険契約が復活した場合であっても、アメリカン
ホーム保険会社は、普通保険約款第22条（第２回以
後の保険料の払込猶予・保険契約の解除）の規定に
より解除された日から（２）の保険契約の復活を承
認する前にこの特約第２条（保険金を支払う場合）
の事故が発生したときは、保険金を支払いません。

⑬　第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場合）（５）

（５�）（４）の規定により、追加保険料を請求する場合
において、アメリカンホーム保険会社の請求に対し
て、保険契約者がその支払をしなかったときは、ア
メリカンホーム保険会社は、追加保険料領収前に生
じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変
更の承認の請求がなかったものとして、この保険契
約に適用される普通保険約款・特約に従い、保険金
を支払います。

⑭　第30条（入院を開始した場合の通知）

（適用しません。）

⑮　第31条（保険金の請求）

（適用しません。）

⑯　第32条（保険金の支払時期）

（適用しません。）

⑰　第34条（時効）

（適用しません。）

⑱　第35条（代位）

（適用しません。）

⑲　第53条（継続契約における保険料の取扱い）

（１�）保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合の継
続契約の保険料については、この特約第８条（保険
責任の始め・終り）（３）の規定は適用しません。

（２�）保険料の払込方法が年払・半年払・月払の保険契
約の場合の継続契約の第１回保険料については、こ
の特約第８条（保険責任の始め・終り）（３）の規
定を適用せず、普通保険約款第22条（第２回以後の
保険料の払込猶予・保険契約の解除）（１）の規定
を準用します。
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第19条（重大事由解除に関する特則）
　アメリカンホーム保険会社は、普通保険約款第19条（重大
事由による解除）（３）の規定を次のとおり読み替え、（４）
の規定を追加してこの特約に適用します。

（３�）（１）・（２）の規定による解除が損害の発生した後
になされた場合であっても、第21条（保険契約解除の
効力）の規定にかかわらず、（１）①～⑤の事由また
は（２）①・②の事由が生じた時から解除がなされた
時までに発生した損害に対しては、アメリカンホーム
保険会社は、保険金を支払いません。この場合におい
て、すでに保険金を支払っていたときは、アメリカン
ホーム保険会社は、その返還を請求することができま
す。

（４�）保険契約者・補償対象者が（１）③ア～オのいずれ
かにあてはまることにより（１）・（２）の規定による
解除がなされた場合には、（３）の規定は、次の損害
については適用しません。
①�（１）③ア～ウ・オのいずれにもあてはまらない補
償対象者に生じた損害
②�（１）③ア～ウ・オのいずれかにあてはまる補償対
象者に生じた法律上の損害賠償金の損害

第20条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

13．病気のみ補償特約
第１条（保険金を支払う場合）
　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、普通保険
約款第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、補
償対象者がこうむった身体障害（注１）が病気であった場合
に限り、普通保険約款第４条（入院保険金の支払）の入院保
険金（注２）を支払います。
（注１�）普通保険約款第２条の身体障害をいいます。
（注２�）この特約が付帯された普通保険約款に身体障害をこ

うむったことを支払事由とする他の特約が付帯されて
いる場合は、それらの特約のうち、保険証券に書かれ
ている病気のみ補償特約が適用される特約により支払
われる保険金を含みます。

第２条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

14．夫婦特約
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

配偶者 本人の配偶者をいいます。
本人 保険証券の本人欄に書かれている補償対象者

をいいます。

第２条（補償対象者の範囲）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約により、普通保
険約款・普通保険約款に付帯された他の特約における補償
対象者は、本人のほか、保険契約締結時（注）における配
偶者とします。
（注�）この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、そ
の付帯時をいいます。

（２�）（１）の本人と配偶者の続柄は、保険金支払事由が発生
した時におけるものをいいます。

第３条（配偶者に適用される保険金額）
（１�）第２条（補償対象者の範囲）（１）の配偶者に適用され
る普通保険約款・他の特約の保険金額（注）は、保険証券
に書かれている本人の保険金額（注）に下表の割合を乗じ
た額とします。

割合 （保険証券に書かれているとおり）

（注）一時金額・給付金額等の名称の別は問いません。

（２�）（１）の規定にかかわらず、下欄に書かれているその保
険金額（注）については、補償対象者ごとに保険証券に書
かれている保険金額（注）を適用します。

保険金額（注）
の種類

普通保険約款およびこの保険契
約に付帯されている特約のうち、
配偶者の補償範囲に関する特約
（夫婦特約用）に書かれていな
い特約すべての保険金額

（注）一時金額・給付金額等の名称の別は問いません。

第４条（補償対象者の変更）
（１�）保険契約締結の後、新たに配偶者にあてはまることとな
った者がある場合には、保険契約者または本人は、書面を
もってそのことをアメリカンホーム保険会社に申し出て、
承認を請求しなければなりません。

（２�）（１）の場合においては、アメリカンホーム保険会社が
承認したときに限り、この特約の補償対象者の資格を取得
したものとします。

第５条（補償対象者の削除）
（１�）保険契約締結の後、補償対象者が次の①・②のどちらか
の事由にあてはまった場合には、保険契約者または補償対
象者は、遅滞なく、そのことをアメリカンホーム保険会社
に通知しなければなりません。

①　本人が死亡した場合
②　配偶者がいなくなった場合

（２�）（１）の規定による通知があった場合には、アメリカン
ホーム保険会社は、それぞれ次のとおり取り扱います。た
だし、（１）①または②の事由にあてはまることを示す書
類を保険契約者が提出した場合には、あてはまった時に遡

さかのぼ

ってそれぞれ次のとおり取り扱います。
①�　本人が死亡した場合には、アメリカンホーム保険会社は、
保険料を返還しません。

②�　第２条（補償対象者の範囲）（１）の配偶者がいなくなっ
た場合には、その理由によりア・イのとおり取り扱います。
ア�．死亡したことによる場合には、アメリカンホーム保険
会社は保険料を返還しません。

イ�．ア以外の理由による場合には、アメリカンホーム保険
会社は、普通保険約款第28条（保険料の返還−解除の場
合）（６）〜（８）の規定を準用してその配偶者につい
ての保険料を返還します。

第６条�（本人である補償対象者による保険契約の解除請求の特
則）

（１�）本人から普通保険約款第20条（補償対象者による保険契
約の解除請求）（２）の規定による解除請求があった場合、
または本人により普通保険約款第20条（３）に規定する解
除が行われた場合には、保険契約者は次の①・②のどちら
かのことを行わなければなりません。

①　配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
②　この保険契約を解除すること。

（２�）普通保険約款第20条（補償対象者による保険契約の解除
請求）（３）の規定により本人が解除を行った場合でも、（１）
の手続が行われるまでの間、第２条（補償対象者の範囲）
の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
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第７条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①�　第１条（用語・記号の意味の取り決め）の規定中「契約
年齢」・「保険金額」の意味

（適用しません。）

②　第11条（契約年齢の計算）

　この保険契約の契約年齢は、保険期間の開始時におけ
る本人の満年齢で計算します。

③　第12条（契約年齢・性別の誤りの処置）（１）・（２）

（１�）保険契約申込書・保険証券に書かれている本人の
契約年齢に誤りがあった場合には、次の方法で処置
します。
①�　実際の契約年齢がアメリカンホーム保険会社の定
める契約年齢の範囲外であった場合には、アメリカ
ンホーム保険会社は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもってこの保険契約を取り消すことができ
るものとし、保険契約を取り消すときには、すでに
払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還しま
す。
②�　実際の契約年齢がアメリカンホーム保険会社の定
める契約年齢の範囲内であった場合には、初めから
実際の契約年齢に基づいて保険契約を締結したもの
とみなし、すでに払い込まれた保険料が正しい契約
年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を
返還・請求します。また、保険料払込方法が一時払
以外の場合には、以後到来する払込期日の保険料を
変更します。

（２�）保険契約申込書・保険証券に書かれている本人の
性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づい
て保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込
まれた保険料が正しい性別に基づいた保険料と異な
るときは、その差額を返還・請求します。また、保
険料払込方法が一時払以外の場合には、以後到来す
る払込期日の保険料を変更します。

④　第16条（保険契約の失効）

（１�）保険契約締結の後、補償対象者が死亡し、この特
約第２条（補償対象者の範囲）に規定する補償対象
者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失い
ます。

（２�）補償対象者が死亡し、この特約第２条（補償対象
者の範囲）に規定する補償対象者がいなくなった場
合には、保険契約者は、遅滞なく、そのことをアメ
リカンホーム保険会社に通知しなければなりません。

⑤　第49条（保険契約の継続）（２）

（２�）本人の契約年齢が進行することにより、その補
償対象者に適用する保険料が変更となる場合には、
（１）の規定にかかわらず、適用する保険料を変更
するものとします。

第８条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

15．配偶者の補償範囲に関する特約
（夫婦特約用）

　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、夫婦特約
第２条（補償対象者の範囲）（１）に規定する配偶者について、
下欄に書かれている特約を適用しません。

適用しない特約

・「個人賠償責任補償特約」
・「無事故戻し特約」
・「無事故戻し特約（Ⅱ型）」
・「現金盗難被害補償特約」
　�（この保険契約にこれらの各特約
が付帯されている場合）

16．無事故戻し特約
第１条（無事故戻し金の支払）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約により、保険期
間が満了した場合において、保険料全額の払込みが完了し
ているときで、その保険期間中にアメリカンホーム保険会
社が保険金（注１）を支払うべき身体障害の発生がなかっ
たとき（注２）は、保険証券に書かれている無事故戻し金
額の全額を無事故戻し金として保険契約者に支払います。
（注１�）普通保険約款第４条（入院保険金の支払）の入院

保険金をいいます。なお、この特約が付帯された保
険契約に夫婦特約が付帯されている場合は、本人の
入院保険金をいいます。

（注２）その保険金の請求がなかったときを含みます。
（２�）（１）の無事故戻し金の支払は、保険契約者からの申出
により、保険期間が満了した日の翌日から起算して30日以
内に行います。

（３�）（１）の無事故戻し金の支払は、アメリカンホーム保険
会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内にお
いて、日本国通貨をもって行います。

（４�）アメリカンホーム保険会社が無事故戻し金を支払った後
にアメリカンホーム保険会社が支払うべき保険金（注）の
請求があった場合には、保険契約者は、アメリカンホーム
保険会社の定めるところにより、すでに受領した無事故戻
し金の一部または全部をアメリカンホーム保険会社に返還
しなければなりません。
（注�）普通保険約款第４条（入院保険金の支払）の入院保
険金をいいます。なお、この特約が付帯された保険契
約に夫婦特約が付帯されている場合は、本人の入院保
険金をいいます。

（５�）（１）の無事故戻し金の請求権は、保険期間満了日の翌
日から起算して３年を経過したときに消滅します。

第２条（返還保険料の不精算）
　アメリカンホーム保険会社は、保険料払込期間（注）中に
保険契約が解除された場合であっても、普通保険約款第28条
（保険料の返還−解除の場合）（２）・（４）〜（６）の規定
にかかわらず、無事故戻し特約保険料は返還しません。
（注�）将来到来する払込期日において未払込保険料がある期
間をいいます。

第３条（特約の削除）
　この特約は保険期間の中途で削除することはできません。
ただし、この特約が付帯された保険契約に夫婦特約が付帯さ
れている場合で本人が死亡した場合は、この特約は失効しま
す。

第４条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

17．無事故戻し特約（Ⅱ型）
第１条（無事故戻し金の支払）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約により、保険期
間が満了した場合において、保険料全額の払込みが完了し
ているときで、その保険期間中にアメリカンホーム保険会
社が保険金（注１）を支払うべき身体障害の発生がなかっ
たとき（注２）は、保険証券に書かれている無事故戻し金
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額の全額を無事故戻し金として保険契約者に支払います。
（注１�）普通保険約款第４条（入院保険金の支払）の入院

保険金をいいます。なお、この特約が付帯された保
険契約に夫婦特約が付帯されている場合は、本人の
入院保険金をいいます。

（注２）その保険金の請求がなかったときを含みます。
（２�）（１）の無事故戻し金の支払は、保険契約者からの申出
により、保険期間が満了した日の翌日から起算して30日以
内に行います。

（３�）（１）の無事故戻し金の支払は、アメリカンホーム保険
会社があらかじめ承認をした場合を除いては、日本国内に
おいて、日本国通貨をもって行います。

（４�）アメリカンホーム保険会社が無事故戻し金を支払った後
にアメリカンホーム保険会社が支払うべき保険金（注）の
請求があった場合には、保険契約者は、アメリカンホーム
保険会社の定めるところにより、すでに受領した無事故戻
し金の一部または全部をアメリカンホーム保険会社に返還
しなければなりません。
（注�）普通保険約款第４条（入院保険金の支払）の入院保
険金をいいます。なお、この特約が付帯された保険契
約に夫婦特約が付帯されている場合は、本人の入院保
険金をいいます。

（５�）（１）の無事故戻し金の請求権は、保険期間満了日の翌
日から起算して３年を経過した場合に消滅します。

第２条（特約の削除）
　この特約は保険期間の中途で削除することはできません。
ただし、この特約が付帯された保険契約に夫婦特約が付帯さ
れている場合で本人が死亡した場合は、この特約は失効しま
す。

第３条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

18．訴訟の提起に関する特約
　訴訟の当事者となる保険契約者・補償対象者・保険金を受
け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外
に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有
する法人・団体である場合には、普通保険約款第42条（訴訟
の提起）の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提
起することができます。

19．死亡保険金受取人に関する特約
（１�）この保険契約における死亡保険金受取人は、アメリカン
ホーム保険会社が特に認めた場合を除き、普通保険約款に
付帯された特約の死亡保険金受取人の変更の規定にかかわ
らず、補償対象者の法定相続人とします。

（２�）この保険契約における死亡保険金受取人は、アメリカン
ホーム保険会社が特に認めた場合を除き、その受取人を変
更することはできません。

20．初回保険料の口座振替に関する特約
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。

用語 意味
初回保険料 次の①・②のどちらかにあてはまる保険料を

いいます。
①�　保険料の払込方法が一時払の場合には一
時払保険料

②�　保険料の払込方法が一時払以外の場合に
は第１回保険料

初回保険料
払込期日

取扱金融機関ごとにアメリカンホーム保険会
社の定める初回保険料の払込みの期日をいい
ます。

取扱金融機関 アメリカンホーム保険会社と保険料の口座振
替の取扱いを提携している金融機関等をいい
ます。

払込期限 初回保険料払込期日の属する月の翌月末日を
いいます。

第２条（特約の適用）
（１�）この特約は、保険契約締結の際に、アメリカンホーム保
険会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口
座振替の方法により払い込むことについての合意がある場
合に適用されます。

（２�）保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場合は、
次の①・②の条件を満たすことを要します。

①�　指定口座が、取扱金融機関に、保険契約締結の時に設置
されていること。

②�　保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座からアメリ
カンホーム保険会社の口座への保険料の口座振替を委任す
ること。

第３条（初回保険料の払込み）
（１�）初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口
座からアメリカンホーム保険会社の口座に振り替えること
によって行うものとします。

（２�）初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日であり、指
定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休
業日の翌営業日に行われた場合には、アメリカンホーム保
険会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみ
なします。

（３�）保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保
険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりませ
ん。

第４条（保険責任の始め・終り）
　アメリカンホーム保険会社の保険責任は、初回保険料払込
期日の属する月の翌月１日（注１）の午前０時（注２）に始
まり、保険期間の末日の午後４時に終わります。
（注１�）初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日

の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらか
じめアメリカンホーム保険会社と保険契約者との間で
保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日を
いいます。

（注２�）保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場合は
その時刻をいいます。

第５条（初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い）
（１�）第３条（初回保険料の払込み）の規定による初回保険料
の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回
保険料を払込期限までに、アメリカンホーム保険会社の指
定した場所に払い込まなければなりません。

（２�）（１）の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、
アメリカンホーム保険会社は、次の①〜③に対しては保険
金を支払いません。

①�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
第１回保険料を領収した時までの期間中にこうむった身体
障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
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第１回保険料を領収した時までの期間中に治療（注）を開
始した身体障害
③�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
第１回保険料を領収した時までの期間中に生じた事故等に
よる損害
（注�）入院・手術・通院等をいい、その保険金にかかる普
通保険約款・特約の定めるところによります。

（３�）（１）の場合において、保険契約者が払込期限までに初
回保険料の払込みを行わなかった場合には、アメリカン
ホーム保険会社は、この保険契約を払込期限の翌日から保
険契約者に対する書面による通知をもって、解除すること
ができます。

（４�）（３）の場合には、アメリカンホーム保険会社は、保険
料を返還しません。

第６条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款第４章通信販売に関す
る特則を次のとおり読み替えて適用します。

（適用しません。）

第７条（継続に関する特約との関係）
　この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する
特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約
については、この特約を適用しません。

第８条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

21．自動継続特約
第１条（適用契約の範囲）
　この特約は、アメリカンホーム保険会社と保険契約者との
間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に
適用します。

第２条（保険契約の継続）
（１�）この保険契約の満了する日より３か月前の日までに、ア
メリカンホーム保険会社・保険契約者のどちらか一方より
別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する
日と同じ内容で継続されるものとします。以後毎回同様と
します。

（２�）補償対象者の契約年齢が進行することにより、その補償
対象者に適用する保険料が変更となる場合には、（１）の
規定にかかわらず、適用する保険料を変更するものとしま
す。

（３�）（１）・（２）の規定によりこの保険契約が継続された場
合には、アメリカンホーム保険会社は、保険証券を保険契
約者に交付します。

第３条（継続契約の保険料・払込方法）
（１�）継続契約の保険料は、保険証券に書かれている金額とし
ます。

（２�）保険料の払込方法が一時払の場合において、継続契約の
一時払保険料の払込期日は、継続契約の保険期間の初日と
します。

（３�）保険料の払込方法が年払の場合において、継続契約の第
１回保険料は、継続前契約において定められた最後の払込
期日の翌年の応当日までに、第２回以後の保険料は、その
翌年の応当日から毎年払い込むものとします。

（４�）保険料の払込方法が半年払の場合において、継続契約の
第１回保険料は、継続前契約において定められた最後の払
込期日の半年後の応当日までに、第２回以後の保険料は、
その半年後の応当日から半年ごとに払い込むものとしま
す。

（５�）保険料の払込方法が月払の場合において、継続契約の第

１回保険料は、継続前契約において定められた最後の払込
期日の翌月の応当日までに、第２回以後の保険料は、その
翌月の応当日から毎月払い込むものとします。

第４条（保険料不払により保険金を支払わない場合）
　継続前契約の未払込保険料または第３条（継続契約の保険
料・払込方法）の一時払保険料・第１回保険料について、第
３条の継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月
の翌月末日を経過した後もその払込みがなかった場合は、ア
メリカンホーム保険会社は、次の①〜③に対しては保険金を
支払いません。
①�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
第１回保険料を領収した時までの期間中にこうむった身体
障害

②�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
第１回保険料を領収した時までの期間中に治療（注）を開
始した身体障害

③�　この保険契約の保険期間の開始時から、一時払保険料・
第１回保険料を領収した時までの期間中に生じた事故等に
よる損害
（注�）入院・手術・通院等をいい、その保険金にかかる普
通保険約款・特約の定めるところによります。

第５条（継続契約に適用される特則・特約）
　この保険契約が第２条（保険契約の継続）の規定により継
続された場合は、各継続契約ごとに、この保険契約に付加さ
れた特則・付帯された特約が適用されるものとします（注）。
（注�）継続する時にこれらの特則・特約を取り扱っていない
場合には、アメリカンホーム保険会社が定める他の特則・
特約を適用することがあります。

第６条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款第４章通信販売に関す
る特則を次のとおり読み替えて適用します。

（適用しません。）

第７条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。

22．保険料クレジットカード払特約
第１条（用語の意味の取り決め）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次のとお
り取り決めます。
用語 意味

カード会社 クレジットカード発行会社をいいます。
会員規約等 カード会社との間で締結した会員規約等をい

います。
クレジット
カード

アメリカンホーム保険会社の指定するクレ
ジットカードまたは国際ブランドデビット
カードをいいます。

第２条（クレジットカードによる保険料支払の承認）
（１�）アメリカンホーム保険会社は、この特約に従い、クレジッ
トカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料
（注）を支払うことを承認します。
（注）契約内容の変更にともなう追加保険料を含みます。

（２�）（１）にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員・
クレジットカードの使用が認められた者に限ります。

第３条（保険料領収前に生じた事故・身体障害等の取扱い）
（１�）保険契約者から、この保険契約の申込時（注１）・変更
承認請求時に保険料（注２）のクレジットカードによる支
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そ
の
他
の
特
約

払の申出があった場合は、アメリカンホーム保険会社は
カード会社へそのクレジットカードの有効性・利用限度額
内であること等の確認を行った上で、アメリカンホーム保
険会社がクレジットカードによる保険料（注２）の支払を
承認した時（注３）以後、この特約が付帯された普通保険
約款・これに付帯される他の特約に定める保険料領収前に
生じた事故・身体障害等の取扱いに関する規定を適用しま
せん。
（注１）継続時を含みます。
（注２）契約内容の変更にともなう追加保険料を含みます。
（注３�）保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開

始した時をいいます。
（２�）アメリカンホーム保険会社は、次の①・②のどちらかに
あてはまる場合は、（１）の規定は適用しません。
①�　アメリカンホーム保険会社がカード会社から保険料相当
額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等
に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこ
の特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全
額をすでに支払っている場合は、（１）の規定を適用します。
②　会員規約等に定める手続きが行われない場合

第４条（保険料の直接請求・請求保険料支払後の取扱い）
（１�）第３条（保険料領収前に生じた事故・身体障害等の取扱い）
（２）①の保険料相当額を領収できない場合には、アメリ
カンホーム保険会社は、保険契約者に保険料（注）を直接
請求できるものとします。この場合において、保険契約者
が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に
かかわる保険料相当額をすでに支払っているときは、アメ
リカンホーム保険会社は、その支払った保険料相当額につ
いて保険契約者に請求できないものとします。
（注）契約内容の変更にともなう追加保険料を含みます。

（２�）保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使
用した場合において、（１）の規定によりアメリカンホー
ム保険会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその
保険料を支払ったときは、第３条（保険料領収前に生じた
事故・身体障害等の取扱い）（１）の規定を適用します。

（３�）保険契約者が（２）の保険料の支払をしなかった場合は、
アメリカンホーム保険会社は保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除す
ることができます。

第５条（保険料の返還の特則）
　普通保険約款・これに付帯される他の特約の規定により、
アメリカンホーム保険会社が保険料（注）を返還する場合は、
アメリカンホーム保険会社が、カード会社からの保険料相当
額の領収を確認した後に保険料（注）を返還します。ただし、
第４条（保険料の直接請求・請求保険料支払後の取扱い）（２）
の規定により保険契約者が保険料を直接アメリカンホーム保
険会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に
従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保
険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている
場合は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認するこ
となく保険料（注）を返還します。
（注）契約内容の変更にともなう追加保険料を含みます。

第６条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された他の特約
の規定を準用します。

23．返還保険料の不精算に関する特約
第１条（返還保険料の不精算）
　アメリカンホーム保険会社は、この特約により、保険料払
込期間（注）中に保険契約が解除された場合であっても、普
通保険約款第28条（保険料の返還−解除の場合）（２）・（４）
〜（６）の規定にかかわらず、すでに払い込まれた保険料は
返還しません。

（注�）将来到来する払込期日において未払込保険料がある期
間をいいます。

第２条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替え
て適用します。
①　第28条（保険料の返還−解除の場合）（１）

（１�）普通保険約款第13条（告知義務）（２）・普通保険
約款第19条（重大事由による解除）（１）・普通保険
約款第25条（保険料の返還・請求−告知義務等の場
合）（２）の規定により、アメリカンホーム保険会
社が保険契約を解除した場合には、アメリカンホー
ム保険会社はこの特約の別表により計算した額を返
還します。

②　第28条（保険料の返還－解除の場合）（３）

（３�）普通保険約款第19条（重大事由による解除）（２）
の規定により、アメリカンホーム保険会社がこの保
険契約（注）を解除した場合には、アメリカンホー
ム保険会社はこの特約の別表により計算した額を返
還します。
（注）その補償対象者にかかる部分に限ります。

③　第40条（法令等の改正にともなう支払責任の変更）（５）

（５�）（３）②の規定によりこの保険契約が解除された
場合は、アメリカンホーム保険会社は、この特約の
別表により計算した額を返還します。

第３条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款・これに付帯された特約の規
定を準用します。
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ご注意！この保険には解約返れい金はありません。

別表　返還保険料（例示表）
第２条（普通保険約款の読み替え）の場合
（注１）この表は、普通保険約款第28条（保険料の返還－解除の場合）（１）（３）・第40条（法令等の改正にともなう支払責任の変更）（５）

に基づく保険契約の解除に適用されるものです。その他の解除の場合には、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
（注２）この表は、保険期間が5年の場合の返還保険料を例示しております。また、将来において保険契約を更改したり、補償を追加

した場合には、変更になることがあります。

返還保険料例示表
（男性） （入院保険金日額1, 000円あたり） （女性） （入院保険金日額1, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 1, 075 1, 206 1, 338 1, 547 1, 874 2, 169 1 816 927 1, 088 1, 316 1, 695 2, 037 
3 1, 468 1, 647 1, 813 2, 211 2, 586 3, 440 3 1, 147 1, 310 1, 512 1, 923 2, 387 2, 994 
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

返還保険料例示表（手術保険金支払特約部分）
（男性） （入院保険金日額1, 000円の場合） （女性） （入院保険金日額1, 000円の場合）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 160 171 184 197 210 223 1 160 172 184 198 211 224
3 199 214 230 247 264 286 3 199 213 229 245 262 282
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

返還保険料例示表（個人賠償責任補償特約部分）
（男性） （賠償責任保険金額5, 000万円の場合） （女性） （賠償責任保険金額5, 000万円の場合）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 31 30 30 30 30 30 1 31 30 30 30 30 30
3 31 30 30 30 30 30 3 31 30 30 30 30 30
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

返還保険料例示表（退院療養一時金支払特約部分）
（男性） （退院療養一時金額10, 000円あたり） （女性） （退院療養一時金額10, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 248 276 306 341 378 417 1 196 225 259 299 342 391
3 326 363 406 453 505 569 3 265 305 352 406 468 543
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

返還保険料例示表（通院療養保険金支払特約部分）
（男性） （通院療養保険金日額1, 000円あたり） （女性） （通院療養保険金日額1, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 165 205 245 289 287 198 1 125 159 198 249 197 156
3 212 271 357 390 311 173 3 165 214 298 300 239 124
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

返還保険料例示表（無事故戻し特約部分）
※入院保険金を支払うべき身体障害の発生があった場合
（男性） （無事故戻し金額10, 000円あたり） （女性） （無事故戻し金額10, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 7 4 2 1 0 0 1 21 15 11 7 4 1 
3 7 4 2 1 0 0 3 21 15 11 7 4 1 
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

※入院保険金を支払うべき身体障害の発生がなかった場合（保険金の請求がなかった場合を含みます。）
（男性） （無事故戻し金額10, 000円あたり） （女性） （無事故戻し金額10, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 242 166 104 58 25 7 1 600 471 349 239 140 65 
3 1, 997 1, 640 1, 284 943 595 299 3 3, 197 2, 814 2, 404 1, 964 1, 471 971 
5 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 5 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 
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返還保険料例示表（傷害死亡・後遺障害保険金支払特約部分）
（男性） （傷害死亡・後遺障害保険金額100万円あたり） （女性） （傷害死亡・後遺障害保険金額100万円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 186 224 306 547 1, 065 1, 634 1 66 97 170 326 578 860 
3 270 335 498 1, 028 1, 887 2, 794 3 98 158 299 585 992 1, 410 
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

*保険期間の中途で傷害死亡・後遺障害保険金支払特約を付帯した場合には、特約を付帯した時の年齢とし、その時からの既経過年数
とします。

返還保険料例示表（葬祭費用補償特約部分） 初度契約の場合
（男性） （葬祭費用保険金額10, 000円あたり） （女性） （葬祭費用保険金額10, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 203 248 301 326 471 792 1 87 108 131 149 244 465
3 311 385 459 497 790 1, 337 3 132 167 199 228 415 791
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

*保険期間の中途で葬祭費用補償特約を付帯した場合には、特約を付帯した時の年齢とし、その時からの既経過年数とします。

返還保険料例示表（葬祭費用補償特約部分） 継続契約の場合
（男性） （葬祭費用保険金額10, 000円あたり） （女性） （葬祭費用保険金額10, 000円あたり）
既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢 既経過
年　数

保険期間の開始時の補償対象者の契約年齢
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

年 円 円 円 円 円 円 年 円 円 円 円 円 円
1 36 52 56 40 162 292 1 11 23 24 23 98 193 
3 52 77 73 58 283 487 3 17 35 32 37 171 325 
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

ご注意！この保険には解約返れい金はありません。
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